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つつもԿかちΐっとҧうなという「യવとし
たϞϠϞϠײ」があったことは事実である。
そうでないと租税法ֶ会はੜまれていない。
　1��0年代はドイπも日本もֶੜӡಈのӔ中
にあり，本ڷΩャンパスも૽વとしており，
༑人のҰ人も҆ా講ಊに立てっていた。そ
うしたあるछのײػةのඬう本ڷΩャンパス
に，「ϞϠϞϠ」のดそくײから٫するํ
तであった先ੜڭを見定めるため，まͩॿ
のࣨڀݚを๚Ͷたのが，実࣭的には最初の出
会いであった。ੜڠでΨリ版りの先ੜの租
税法講ٛをٻめ，҉中索の租税法ֶにつ
いて，Ұےのޫ明を見出すべくڭえをޤうた
๚問であった。先ੜもࢲもまͩएかった。当
時は७ਮഓཆの租税法ֶ者は，えるほどし
かおらず，大蔵྅がこのੈքでもѹ的に
む༨地ࠐ配していた。なかなかֶ者の৯いࢧ
はなく，特に租税実ମ法がそうであった。
গない租税法ֶ者なのͩから，ಉࢤとして前
ਐするしかない，そのためには，手ബな実ମ
法にྗすべきͩというでڞ௨認識をもっ
たようにࢥう。そして先ੜはアϝリΧ法，ࢲ
はドイπ法をそれͧれ中৺にやりましΐうと
いうことになった。
　その後ൃى人のҰ人として租税法ֶ会立
にྗڠਃし上͛たのはである。1��2年租
税法ֶ会の立૯会でબ出された20名の理事
のうち，ݱଘ者はࢲのみというݱ実をり，

ᶗ ͡Ίʹ

　先ੜは，൩年まで租税法ֶのະ解決の難問
にઓし，ٻし続けた文字௨りのֶڀの人
であった。例えばݱ配当をଛӹ取Ҿと資本
等取Ҿのࠞ合取Ҿとߏする൩年の文がそ
うである。先ੜのࠞ合取Ҿがެදされる前
にドイπ人がࣅたような文を書いていたの
をࢥい出し，ͻΐっとしたら先ੜとಉझ旨の
ものかもしれないので，できるͩけૣく介
したい旨ਃし上͛たところ，先ੜは，大変関
৺を示され，できるͩけૣくެදするように
ጚጓされたにもかかわらず，ଘ໋中にこれを
果たͤなかったのは೦というほかない。
　本ߘでは先ੜとらく時ۭをڞ有した者の
Ұ人としてࢥい出のҰを記すことにしたい。

ᶘ ઌੜͱͷग़ձ͍ͱަྲྀ

ʢ�ʣે税๏ֶձઃͷલޙ
　先ੜとの出会いは，ࢲのドイπ༡ֶからؼ
国直後の1��0年代のࠒであったかとࢥう。
　そのژࠒ都に税法ֶ会があり，そこで先ੜ
にお会いするػ会があったのͩが，当時先ੜ
もࢲもそのֶ会をそれなりのリスϖクトはし

特集 ઌੜͱͷࢠ1ۚ
ֶతަྲྀ
村井　正◉関西大学名誉教授
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　ֶ会ができる前にも，先ੜはͻろく౦の
ަྲྀをߟえられた。「租税特別措置法のڀݚ」
をՊݚඅで৫され，౦ژからは先ੜ，ӒҪ
ޫ明，ࢁ忠ൣが，関からはਗ਼Ӭ࣍ܟ，ઙ
প५ࡾ，ଜҪがこれにࢀ加し，おӄでࣗࢲ
もެ課税についてまとめることができた。

ʢ�ʣۚهࢠ೦ಠγϯϙ
　ミュンϔン大ֶの,MBVT�7PHFMڭतが期
間日本にࡏされたࡍに先ੜはԣ国立大ֶ
を中৺にそのडけ入れにਚྗされた。フΥー
ήルڭतは，これにਂくँײされ，ࠓ度はミュ
ンϔン߫֎で 2 日間にわたり「租税法の解ऍ
適用とҠస価֨」をςーマとした金ࢠ記೦日
ಠγンϙδϜをओ催された。྆国にニュー
トラルなӳޠを使ったࢼみであり，課題もい
ろいろあったが，当時は国境をӽえた国ަࡍ
ྲྀとしてはը期的なࢼみであったとࢥう。そ
れにしてもそのࠒは，明ֶ࣏Ӄや関大ֶ，
的なγンϙがࡍጯٛक़等と租税法Ҭでも国ܚ
ଟく開催されたところ，それらは先ੜのリー
μーγοϓによるところが大きい。後ਐ法
ֶである租税法ֶはそれͩけᩦཉであったと
いうことであろうか。

ʢ�ʣ6FMOFSɼ8ÖIFͱͷৄܦࡒใɾ࠲ஊձ
　大蔵大臣のւ֎識者টᡈ制度により1��8年
にドイπがインϐュςーγϣンํ式をಋ入
し た 立 役 者 の(ÛOUFS�8ÖIFと"EBMCFSU�
6FMOFSのೋ人がটかれた。このೋ人に先ੜと
ओ税ہ課とࢲが加わり，インϐュςーγϣ
ンํ式について࠲談会をもった。このドイ
πํ式はドイπྲྀの完ᘳओٛにより完全౷合
がਤられたものであったところ，ドイπଆの
આ明をฉいたओ税ہの課がこのಋ入初年度
は税ऩ減になるのは解ͤないとൃݴしたのに
対し，すかさず先ੜは，完全౷合を実ͤݱん
とするドイπのインϐュςーγϣンํ式にਂ
い理解を示され，ܟ意をදされた。この時の

時のྲྀれにڻくばかりである。当時の会員は，
租税法を行法֤とҐ置づける行法ֶ者
が大෦分をめ，租税手続法の分野にภする
く，先ੜもこれを大変৺配されていڧが
た。当時のզが国の法ֶքはそれまでのドイ
π֓೦法ֶ中৺に対するলがٻめられ，租
税法の分野では，γャϓק告もあり，چ来
の大法ߟࢥからຽओओٛを基ఈとするアϝ
リΧ法へのϞσルチΣンδが要されていた
ようにࢥう。ژ都の税法ֶ会は，中Ұを
中৺にӡ営され，しかもドイπ法の༁と
介がओྲྀであり，アϝリΧ法へのϞσルチΣ
ンδへの意ཉはكബであった。これに対して
先ੜは֮ࣗ的に先ਐ的なアϝリΧ租税法の制
度と理に取りまれ，࣍ʑとそのड容に
められた。先ੜのアϝリΧ租税法ڀݚには，
基ఈとする法のࢧ配とຽओओٛに対するਂい
ಎがあったことはいうまでもない。それま
で大法をड容し続けてきた当時のզが国の
に，これと大きくҟなるアϝリΧ法をҠ
২することはࠔ難をۃめたものとࢥわれる。
その意ຯでは先ੜのアϝリΧ法ڀݚには，明
確な目的意識と使໋ײがあり，୮೦な検証に
は，ڻ୰する。税のੈքを変えたいというڧ
い使໋ײがᕺっていたといってよかろう。先
ੜのこうした意ਤはその後も຺ʑとडけ継が
れ，ࠓ日をܴえている。
　先ੜのӡ営ํはあくまでもフΣアーで
あった。先ੜは;FJUHFCVOEFOIFJUということ
を常に೦಄におかれていた。どのようなٞ
もその時代の制約から免れることはできず，
時代にӨڹされるとのؚ意であろう。例えば
आ用֓೦であれば，当時の行の実࣭ओٛの
෩ைにײػةをもたれ，それに対するࢭࣃめ
の意ຯをڧくこめて౷Ұઆをల開された。
　先ੜは常に日本とੈքをࢹ野に租税法ֶを
Ґ置づけられ，ͻろくੈքの税のઐՈとの
ަྲྀにֶ会を開์された。大蔵লのւ֎識者
টᡈ制度はֶ会に資するところ大であった。
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ことはࠓでも明に֮えている。ѹ的な大
蔵লࢧ配の時代にؽવとしたଶ度をとられた
先ੜにएかりしࢲには「ֶ者はかくあるべし」
とਂいײをडけたことはいうまでもない。

ʢ�ʣେࡕͰͷࢸͷͻͱͱ͖
　あるとき，文෦লのڀݚ֎ࡏでドイπにも
Ұ度行ってみたいので，ドイπの大ֶなどݚ
されたことࡕ関のことで相談したいと来ػڀ
があった。先ੜは新ٸࡕϗςルにҰധされ，
Ώっくり時間をとられた。ϗςルの地下でण࢘
をつまみ，ビールをҿみながら過͝したҰ༦
はれることができないࢸの時間であった。
先ੜと౦ژでお会いするときは，いつでもֶ
士会ؗでスイーπをいたͩくのが常であった
が，この時はビールであった。先ੜはすっか
りくつろがれ，大変アοトϗーϜなงғ気で時
間を過͝すことができた。はドイπの事
が中৺であったが，当時ެදされたばかりの
Ұ段֊આに関する法ڠඦप年文についても
意見のަをすることができた。ݱ行法の立
法なら理解できるが，解ऍならࢲは理解
できない，とسጨのないࢲ見をਃし上͛たとこ
ろ，先ੜは，解ऍとしても理解していたͩ
ければありがたいのͩがとえられた。先ੜ
とのれられないࢸのͻとときであった。

ʢ�ʣؔେֶͱઌੜ
　関大ֶへはֶ会開催をؚめ先ੜにはগな
くとも � 回は来ֶしていたͩいた。
　関大ֶでは，できたばかりの関大ֶ法
ॴを拠にڀݚֶ 2 つの租税法γンϙを開催
し，先ੜに基ௐ報告をおئいした。 1 回目が
1���年の「国ࡍ租税ட序のߏங」γンϙであ
り， 2 回目が2000年の「20ੈلの税制վֵᴷ
をめ͟して」（ଜҪ・中ཬओ催）ݴへの提ل21ੈ
に関するγンϙであった。
　前者では，先ੜは 2 日目の「Ҡస価֨のฆ
૪解決ํ式のありํ」の基ௐ報告を日本のࢹ

から報告された。先ੜは，報告者の7PHFM，
1FUFSTPO，4BTTの見解にも目配りをされなが
ら，直な意見を開された。
　後者は，先ੜをは͡めੈք的な߽՚Ωャス
トをそろえながら，४備のෆ行き届きからϓ
ϩγーσΟンάとして記することができな
かったことは，ओ催者のҰ人としてਃし༁な
い気࣋ちでいっͺいである。先ੜの報告は，
γャϓק告に関するものであった。
　大ֶӃで租税法ઐ߈のӃੜがは͡めてത士
文を提出するので，%PLUPSWBUFSのҰ人に
なっていたͩいた。本人はおӄでࡏݱ租税法
ֶ者として׆༂している。

ᶙ ઌੜͷֶʹ͍ͭͯ

　先ੜのh 租税法（ɦ߂文ಊ）は，5JQLF�-BOH�
4UFVFSSFDIUとൺݞできるӽしたแׅ的ମ
していた1��8ࡏがέルンにࢲ。書であるܥ
年は5JQLFのςΩストは � 版が出たࠒであ
り，先ੜの初版が出てから年がたったࠒで
あった。先ੜのςΩストは，例法をଚ重し
た容ͩが，そのମܥはむしろドイπ法のߏ
と変わらない。5JQLF�-BOHがέルンֶ
のڞಉ執චであるのに対し，先ੜのは2�版は
別として，約ੈلの間おҰ人で執චされ続
けられたのはす͝い。
　以下ランμϜに先ੜの業のҰ෦について
。いついたことを記すࢥ

ʢ�ʣआ༻֓೦ᴷ࣮࣭ओٛͷϙϨϛʔΫ
　զが国で最初にआ用֓೦，ݻ有֓೦をいい
は͡めたのは，おそらく先ੜであろう。それ
以前の大蔵লオールマイςΟー時代には，आ
用֓೦はなかった。ࣗ分のटをしめること
をするはずがないからである。先ੜは，これ
を当時のඪ४書である,SVTFをߟࢀにしたこ
とは明らかである。ୠしなͥͩかわからない
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が，,SVTF 2 版ではこれはられている。先
ੜがआ用֓೦をڧくల開されたのは，ୈ �
回租税法ֶ会である。先ੜがआ用֓೦にこめ
た意ਤは，「実࣭ओٛに対するࢭࣃめ」であり，
ϙレミークである。༳ឈ期の租税法ֶに対し
て当時の税行がແࢹまたは軽ࢹのଶ度を
とり続けたとしてもあながち;し͗なことで
はない。明࣏期からୈೋੈ࣍ք大ઓऴઓまで
の間，զが国の税行は，租税法ֶのະൃ
ୡのނもあってか「由らしむべし、らしむ
べからず」（ত25年 2 ݄，দ۾ल༤のൃݴ）
という෩ைがまかり௨っていたところ，γャ
ϓק告を契ػに税行のຽओ化がᨳわ
れ，租税法ֶのੜとともに変容をڧいられ
たのである。当時の税行は実࣭ओٛとশ
して，ॴಘのؼଐをえて，ॴಘ税法12条を
ॴಘ認定のࠜ拠規定としてのثとする
がみられた（ਗ਼Ӭʰ租税回ආのڀݚʱミωル
ό書（1��5）3�2ท）。先ੜはआ用֓೦の
をはめることによる最大の効用として課税要
件規定のං大化を͙ところにٻめられた。
　たͩआ用֓೦のびも最ۙࢦఠされてい
る。Ұ例をあ͛れば税法で用いられているޠ
をआ用֓೦として切り出し，そのޠにؚまれ
ている租税法規との関࿈を問うことなく，そ
のࢲ法上の用ޠの意ٛにྗする，「切り出
しؙ͛」に対する൷がこれである（吉
ଜయٱ）。
　そもそもドイπではࢲ法֓೦に対してࡒ産
を୲税ྗに従って行うもの，と租税ܗのݖ
立法者が期すべきでないとೋ人のֶ者は，
消 ۃ の ଶ 度 を 明 示 し て い る（$SF[FMJVT�
,JSDIIPG）。
　先ੜのϙレミークからੈلを経たࠓ，आ
用֓೦のޭࡑを問うべき時がきているので
はなかろうか。

ʢ�ʣదਖ਼ॴಘࢉग़આɼҰஈ֊આ
　法ڠඦप年ूの「ແঈ取Ҿと法人税ᴷ法

人税法22条 2 項」のインパクトはڧであっ
た。ແঈ取Ҿからもऩӹがੜずるというϩ
δοクをઆ明するためには，当時「಄のମૢ」
とশしてೋ段֊આがএえられた。ୈҰ段֊で
有ঈ取Ҿをٖ制して，それによるऩӹを贈与
するというٖ制を重Ͷるのである。先ੜはこ
のٖ制にٖ制を重Ͷるೋ段֊આにਅਖ਼໘から
൷を加え，Ұ段֊આをల開された。先ੜは，
この規定では，単ମの法人間取Ҿͩけが対象
となり，企業άルーϓ取ҾをΧόーできない
というࢥいがあったようである。先ੜによれ
ば，法ڠඦप年ूの४備࡞業として
*3$�82条に関するδュリスト�2�・�3�・�3�
߸文を執චし，*3$�82条のもつ෯いػ
を22条にもう限り読みࠐみ，これをվ変
したいとのڧいئがあったものとࢥわれ
る。その意ຯでは，単なるݱ行法の解ऍで
なく，22条の再設計を意ਤされたものとࢥわ
れる（δュリスト�2�߸10�ท）。
　先ੜは，22条 2 項のझ旨・目的と問題の
検౼等を入೦にల開された後，݁ޠとして，
ແঈ取Ҿ規定はॾ問題をॲ理するࠜ拠とな
り，法人から役員・従業員へແঈ譲渡がある
と，賞与，報ुと認定されるところ，理の
γンϝトリーとして，法人ଆにもಉ額のऩӹ
をੜずるとする理ૢ࡞の道۩として有用と
する。先ੜは，ݱ行法がすべて解ऍにҕͶ
することに疑問をఄされ，明確化は立法の
課題とする。
　ٖ制にٖ制を重Ͷるೋ段֊આにڧい対の
意ࢥද示を示された先ੜのਅ意を当時のࢲに
はਪしྔれなかった。条文の字໘ͩけに߆ట
したࢲにはҰൠ条項たる22条の果たすべき役
割とかػにまでߟえが及ばなかった݁果，
先のような࣭問を先ੜにਃし上͛てしまっ
た。先ੜは22条 2 項にう限りの読みࠐみを
され，これはあくまでも解ऍのϓϩセスで
あって，立法のみではないとされた。
　先ੜのҰ段֊આはҠస価֨税制で݁実をみ
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た。ೋ段֊આでは，対価相当額との差額が「資
産又は経済的なརӹの贈与又はແঈのڙ与」

（3�条 � 項）に該当する場合はدෟ金に算入
するところ，Ҡస価֨税制では，「دෟ金の
額のうち当該法人にる国֎関࿈者に対する
もの」及び「国֎関࿈取Ҿの対価の額とʜʜ
ಠ立企業間価֨との差額」については，それ
ͧれ「ʜʜଛ金の額に算入しない」（措置法
��条の � ୈ 3 項， � 項）とҰ段֊આが࠾用さ
れたのである。しかし，先ੜの೦ئであった
国取Ҿと国ࡍ取Ҿの౷Ұ的ॲ理はबされ
なかった。

ʢ�ʣࠞ߹औҾͷ๏理ͷఏҊᴷݱ　
　先ੜが最൩年に取りまれたのがࠞ合取Ҿ
である。
　先ੜとのれた約ଋのҰ෦ཤ行もこめてҰ
Ԡのコϝントをする。ଛӹ取Ҿと資本取Ҿは
企業会計上厳֨にफ़別されており，法人税法
もこれに従う。本来རӹ配当は資本取Ҿにؚ
まれず，「等」に入る（22条 5 項）。ݱ配当
は「རӹ又は༨金の分配ʜʜ」（ 5 項）に
該当し，ಉ時にこれは「ແঈによる資産の譲
渡」（ 2 項）にも該当する。先ੜはݱ配当
のこのೋ໘ੑにண目され，これをࠞ合取Ҿと
শされた。先ੜの提এの݁果，その後法人ݺ
税法22条の 2 ୈ � 項が新設された。
　先ੜとの約ଋは，ݱ配当に関するドイπ
法のٞである。֓要ͩけを記しておく（「は
͡めに」ࢀর）。ドイπに再ฤ法，再ฤ税法
がಋ入されたのは，1��5年のことであり，会
社分割，分割税制との関࿈でݱ配当が׆用
されるようになった。ݱ分配に見られるଛ
ӹと資本のೋ໘ੑはドイπでも認識するもの
の，ೋ໘ੑにযをあて，これを理化した
最初のֶ者は，200�年の0SUIである。これ
は先ੜの文よりも � 年前である。0SUIに
よれば，ݱ分配の課税を(FXJOOFSNJUUMVOH
と(FXJOOWFSXFOEVOHのೋଆ໘に分け，こ

れを分ੳする。前者が日本法のଛӹ取Ҿに相
当し，後者が資本取Ҿに相当する。前者の問
題は，譲渡ӹ課税の適用のੋඇの問題であり，
後者の問題は，配当による法人税ෛ୲の変ߋ

（BVTTDIÛUUVOHTCFEJOHUF�¨OEFSVOH� EFS�
,ÖSQFSTDIBGUTUFVFSCFMBTUVOH）が問われる。
　0SUIは，この問題をݪ則（&OUTUSJ�
DLVOH），い出し（&OUOBINF），Ӆれたར
ӹ 配 当（WFSEFDLUF�(FXJOOBVTTDIÛUUVOH）
等のࢹから分ੳし，ݱ配当の課税上の特
घੑは，そのೋ重の効果（%PQQFMXJSLVOH）
にあるとする。法人にとりಉҰ事象がརӹ計
算（ଛӹ取Ҿ）とརӹ分配（資本取Ҿ）の意
ຯを併ͤもち，出資者にとっては，ݱ配当
は，出資ऩӹであり，ݱの取ಘを意ຯする。
　先ੜがࠞ合取Ҿとݺশされたのが，0SUI
のೋ重の効果（%PQQFMXJSLVOH）にほ΅相当
するのではないかとࢥわれる。その意ຯで先
ੜのࠞ合取Ҿは，0SUI文により相対化
されたことになる。

ᶚ ͍͞͝ʹ

　先ੜは，法ڠඦप年ूで「おくれを立法
のͤいにするのはޡり」であり，そのは「ֶ
のະൃୡと後ਐੑ」にあるとࣗռのことばを
わ͟わ͟書きされている。明20࣏年ॴಘ税
法はྺ史的にはݹいが，元Ӄによるྩで
もあり，必ずしもຽ意をөしたものとはい
えないとすれば，明32࣏年法を出ൃとする
のがਖ਼しい。それでも日本はੈք的には相当
い租税立法のੵがある。しかし，日本のݹ
租税法ֶのੜは，ଞの法ֶにൺべ後ਐであ
り，γャϓק告以߱のことである。先ੜࣗռ
のことばからほ΅ੈل。大きなਐ化をと͛
たことは確かであるが，日本の租税法ֶがੈ
քをリードしているといえるか。ࠓҰ度先ੜ
のࣗռのことばを想ىすべきではなかろうか。
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ることをເ見た。ࣗಈं産業にब৬すること
にしたのは，ত�0年代になると，࿑理
の中৺がੴ産業からࣗಈं産業へとҠって
いたからである。
　とはいえ，ֶ問にͤدる想いがஅち難く，
加౻ࡾ先ੜを๚Ͷると，「ֶͿということ
はいということはない」，「౦大ಆ૪」のࠞ
ཚもམちணいたので，大ֶӃにることをק
められた。ࢲが1���年に౦ژ大ֶ大ֶӃ経済
Պに入ると，加౻先ੜからおೋ人の先ڀݚֶ
ੜにࢣ事するように໋͡られた。おҰ人は
蔵大ֶから౦ژ大ֶにҠられたࠤ౻ਐ先ੜで
ある。ࢲは加౻先ੜとࠤ౻先ੜという先ୡに
道Ҋをされ，おおよそࡒֶの読むべきݹ
యを読ഁするというͤにܙまれたのであ
る。
　加౻先ੜからࢣ事するようにקめられた，
もうҰ人は౦ژ大ֶ大ֶӃ法ֶڀݚֶ࣏Պ
の金ࢠ先ੜである。「境քઢ的ੑ֨（CPS�
EFSMJOF�DIBSBDUFS）」をもつࡒֶをֶ΅う
とすれば，租税法をֶんでおく必要があるか
らである。
ֶ࣏先ੜは法ֶࢠ事するにしても，金ࢣ　
ՊがڀݚՊとはڀݚतで，経済ֶڭՊのڀݚ
相ҧする。そのためࢣ事を͙ڼには，金ࢠ先
ੜにڐしをわなければならない。それが
಄に介した，ࢲと金ࢠ先ੜとの最初の出会
いである。その出会い以来，ֶ問というより

ग़ձ͍ͷ࣌

　य़なのにळのような੩ऐなۭ気をで͡ײ
ながら，ࢲは金ࢠ先ੜのࣨڀݚの൶をୟい
た。金ࢠ先ੜのにಋかれてࣨڀݚにをӡ
Ϳと，༏しく৺をԹめてくれるॊなসإで，
金ࢠ先ੜはࢲをܴえて下さったのである。
　この金ࢠ先ੜと初めてお会いした時のॊ
なসإは，ࢲのཫをऴੜࢧ配してしまうこ
とになる。ࢲはܹಈの「౦大ಆ૪」の最中に，
౦ژ大ֶ経済ֶ෦でֶび，1���年にଔ業した。
大ֶはࠞཚし，ଔ業は 3 ݄から � ݄にԆ期さ
れた。そのためࢲは，大ֶӃにਐֶして，ֶ
問を続けるເをఘめ，ࣗಈं会社にब৬する
道をબんͩのである。
　ֶ෦ֶੜの時代には，ࢲは加౻ࡾ先ੜの
もとでࡒֶをઐ߈していた。ࡒֶをઐ߈
していたࢲが，ࣗಈं会社にब৬したのは，
Ҟܟする۱୩تࡾஉ先ੜとಉ͡ੜきํをした
いとئったからである。۱୩先ੜはޒຯ७
ฏのʰ人間の条件ʱのओ人ެ・ֿのϞσルで
ある。۱୩先ੜはຬभのত߯ॴにब৬し，
࿑ಇのݱ場で࿑理に従事した後に，ֶ問
のੈքにられている。
場ݱも社会ՊֶをֶͿ者として࿑ಇのࢲ　
で，࿑理に従事した後にֶ問のੈքに

特集 ઌੜʹಋ͔Εͯࢠ2ۚ

ਆ◉౦ژ大学ɾຊࣾձۀࣄ大学名誉教授
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字型」にしようとする，ݱ代税制をߏ想しよ
うとしていたことを分ੳした。
　このम士文の要約「അ場税制վֵҊのܗ
過ఔ」を金ࢠ先ੜは，租税法のڀݚにも意
ٛのあることͩからと，ࢽࡶʰδュリストʱ
へのܝ載をおંࠎりいたͩいた。こうしてࢲ
のࡒֶڀݚのཱྀは，Ҟれଟくも金ࢠ先ੜの
道Ҋで࢝まったのである。

ՃՁ税ڀݚをಋ͔Εͯ

　大ֶӃはڀݚ者をҭてるබচである。その
බচでࢲは，金ࢠ先ੜにѪਂくҭてていた
ͩいた。金ࢠ先ੜからはࣗ分がѪを߱り
いでҭてたබのੜ֔は，බをҭてた者が
をもたなければならないという৴೦を͡ײ取
ることができる。そうした金ࢠ先ੜの৴೦こ
そが，زଟのᗅめく租税法ڀݚ者をੈにૹり
出すことになったといってよい。
　金ࢠ先ੜは「書ࡈの人」である。ࢲが先ੜ
のࣨڀݚを๚れると常に，ଯくੵまれた書
にຒもれ，ֶ問のऐしさにえるかのように
先ੜはࢠにྭまれていた。とはいえ，金ڀݚ
をඈび出し，税制ௐࠪ会を初め，ଟくࣨڀݚ
৹ٞ会などにࢀ加され，租税ࡦのܗ過ఔ
で重要な役割を୲われていたのである。
。になら͟るをえなかった「の人ࡈ書」はࢲ　
というのも，ࢲは10年もれてֶ問のੈքに
ったために，そのれを取りさなければ
ならなかったからである。金ࢠ先ੜはࢲの
を৺配され，租税ࡦのܗ過ఔのݱ場を
ମݧしながら，ݱ実にੜ͡ている租税問題と
のۓு関をもって，ڀݚをਐめていく必要
があるとߟえられたようである。金ࢠ先ੜは
ࣗ͝分が࠲をめる࣏ࣗল府県税課の加
価税のڀݚ会にࢀ加するようにと，ࢲにࢦ
示されたからである。
　この金ڀݚࢠ会では消අ課税としての加

も，ࢲの人ੜは，金ࢠ先ੜのԹかさにแまれ
てಋかれていくことになったのである。
　金ࢠ先ੜの租税法のԋशには，後に౦ژ大
तとなられ，税制ௐࠪ会の会もめらڭֶ
れることになる中ཬ実先ੜ，ԣ国立大ֶڭ
तになられるؠ㟒明先ੜ，それにࢲのࡾ名
がࢀ加していた。ԋशはアϝリΧの例ूを
読み，金ࢠ先ੜのࢦಋを͗ڼながら，౼ٞす
るというܗ式でਐめられた。もちろん，租税
法の֎であるࢲは，そうしたٞをௌ講
するͩけの「ֶびの人」にపするしかない。
しかし，金ࢠ先ੜはࢲのような者にも，ࡒ
ֶのڀݚ者としてできるように，ԋशの
ӡ営でも最大限の配ྀをして下さったのであ
る。
　金ࢠ先ੜはࢲに，ݸ人ڀݚをԋशで定期的
にൃදするػ会をって下さり，ࢲのڀݚの
ਐঢ়گをチΣοクして下さった。ࢲは日本
におけるݱ代税制のܗ過ఔを୳ڀしたいと
の意ࢤをݻめていたけれども，どこからス
λートするかについてっていた。ࢲは1��0
年のൈ本的税制վֵに先立って，1�3�年のೋ・
ೋ事件直後にߏ想された「അ場税制վֵҊ」
にযをߜることにした。このようにڀݚ
ςーマをߜるにあたっても，金ࢠ先ੜが「こ
のςーマはݱ代税制のܗにとって意ٛがあ
る」と，എ中をԡして下さらなければબし
なかったにҧいない。
はम士文を「അ場税制վֵҊ」としてࢲ　
まとめるにあたって，大蔵লओ税ہ企ը課が
実施したʰতेҰ年分　租税ެ課ෛ୲ฒՈ
計අࢧ出（ؚ消අ税）ঢ়گௐʱをൃ見して，
を分ੳした。その݁果としてߏ別ෛ୲ڃ֊
ऩӹ税にґଘしていたઓ前の日本税制は，中
産֊ڃに重い「変4ܗ字型」になっていたけ
れども，「അ場税制վֵҊ」はこうしたෛ୲
�を，「コールΟン報告（3FQPSU�PGߏ UIF�
$PNNJUUFF� PO�/BUJPOBM�%FCU� BOE�5BYB�
UJPO）」がࢦఠするような中産֊ڃに軽い「6
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特集

価税よりも，企業課税としての加価税
をڀݚ対象としていた。というのも，γャ
ϓק告が意ਤした「地ํࣗओࡒ課としての
加価税を道府県税に」という課題を೦಄に
置いていたからである。
　ところが，1��0年代には地ํ分ݖਪਐのಈ
きがٸにڧまっていく。国会がऺ྆ࢀӃで
全会Ұகのもとに，地ํ分ݖのਪਐに関する
決ٞをするのが，1��3年のことである。
　そのため金ڀݚࢠ会のڀݚςーマも変容し
ていく。金ڀݚࢠ会では前ड़のように，企業
課税としての加価税の地ํ税へのಋ入を
していたけれども，地ํ税としての消අڀݚ
型加価税をಋ入していくことへとڀݚ課
題がҠっていくからである。
　日本で消අ型加価税，つまり「消අ税」
がಋ入されたのは，1�8�年のことである。し
かし，この時には地ํ分ݖਪਐのಈきがऑく，
設された「消අ税」の20％が消අ譲与税と
するにとどまっていたのである。
　もちろん，消අ譲与税はあくまでもҠసࡒ
たる消අ譲ݯࡒとなる。そこで，このҠసݯ
与税を，地ํ分ݖਪਐの意ਤのもとに，ࣗओ
められٻたる地ํ消අ税にվめることがݯࡒ
たのである。
　しかし，消අ型加価税は地ݪ則

（UIF�EFTUJOBUJPO�QSJODJQMF）で課税されるた
め，地ํ税として設定することはෆՄでは
ないかとの対がある。ところが，時ׄも
Ϥーϩοパではࢢ場౷合にともない，ڞಉࢢ
場のҬではݪ産地ݪ則（UIF�PSJHJO�QSJODJ�
QMF）へҠ行することとし，クリアリンά・
ϋス制度つまりਗ਼算制度をಋ入することに
していた。そうしたことを೦಄に置きながら，
金ڀݚࢠ会では地ํ消අ税設の道をڀݚし
ていたのである。
　税制ௐࠪ会に地ํ消අ税をؚむ地ํ税ݯࡒ
問題をٞする「地ํ税ݯࡒ問題ϫーΩンά・
άルーϓ」が設けられることになると，ࢲは

そこにઐҕ員としてࢀ加した。݁果として
地ํ消අ税は，1���年の「ൈ本的税制վਖ਼」
で設されることになったのである。

ͷಋ͖ڀݚ税࢈ࢿ

　金ࢠ先ੜがࢲをಋいていくഎ後には，
「γャϓק告」への先ੜのڧい想いを͡ײ
͟るをえない。࣏ࣗলの加価税のڀݚ会
へのࢀ加も݁ہ，実施にҠされることなくऴ
わった「γャϓק告」の加価税のಋ入
が大ֶӃを立つࢲ。告にかかわっていたק
と金ࢠ先ੜから相続税・贈与税，さらに༟
税という資産税に関するڀݚがࢦ示されるけ
れども，それも「γャϓק告」にもとづく
税制վֵで実ݱしながら，日本のಠ立ととも
に，ૣ期に廃ࢭされてしまったからである。
　金ࢠ先ੜは「γャϓק告」にもとづいて，
౦ژ大ֶに租税法のௐࠪが設されたこと
を，しばしばࢲにされていた。しかし，そ
れをえる租税理೦上のײڞがあったよう
に，ࢲにはࢥわれる。
　金ࢠ先ੜはࢲに，ࡏݱの報ٕज़のൃలを
さࢭ難を理由に廃ࠔえれば，税行上のߟ
れた，γャϓק告がק告したྦྷੵ౷合課税
の「取ಘ税」を෮׆さͤることができるので
はないかと問われた。「γャϓק告」はෆ
当なのू中ഉ除という課税目的を前໘にଧ
ち出し，Ҩ産分割ଅਐ効果をもつ相続税λイ
ϓをબするとともに，のू中ഉ除を減ࡴ
さͤてしまうੜ前贈与というルーϓϗールを
ため，ྦྷੵ౷合課税を備えた「取ಘ税」͙࠹
をק告していた。
　しかし，1�53年の税制վਖ਼で「取ಘ税」は
廃ࢭされてしまう。1���年にイΪリスで，Ҩ
産税λイϓをҡ࣋したまま，ੜ前贈与をྦྷੵ
課税する資本Ҡస税がಋ入される。さらにア
イルランドがҨ産税を廃ࢭし，相続税λイϓ
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でੜ前贈与をྦྷੵ課税する資本取ಘ税を，
1��5年に設している。
　とはいえ，1��2年にΧナμが，1���年にオー
ストラリアが資産Ҡస税を廃ࢭしている。つ
まり，資産Ҡస税を८って，ࢢ場経済मਖ਼的
租税ࡦと，ࢢ場経済ଅਐ的租税ࡦとがͤ
め͗あっていたのである。
　こうしたঢ়گのもとで，金ࢠ先ੜはࢲに

「γャϓק告」の資産課税についてڀݚす
るようにࢦ示された。その果をࢲは，「γャ
ϓק告における資産課税ᴷ相続税・贈与税
を中৺に」（h 租税法ڀݚʱୈ12߸，1�8�年10
݄）としてまとめている。このように金ࢠ先
ੜがࢲにڀݚするようಋいた「取ಘ税」にし
ろ，さらには「༟税」にしろ，「γャϓ
告」のแׅ的ॴಘ֓೦にもとづくॴಘ税のק
ิ完税ͩといってよい。しかし，それはの
ू中ഉ除という課税目的を୲っていたことも
れてはならない。
　「γャϓק告」は「およそ、その名に
するͩけのྦྷਐ税制ならば、経済৫のࢧ配
れのあڪをগの者の手中にू中さͤるݖ
る大なのू中を、有効に્ࢭするそなえ
がなくてはならない」として，༟税のಋ入
をק告している。えて繰り返すと，「γャ
ϓק告」は「相続課税のओたる目的のҰつ
は、ࠜ本において、ෆ当なのू中ੵを્
「与ͤしめるにあるدにݿし、合わͤて国ࢭ
としている。このように「γャϓק告」は
想にもとづいて，のࢥ場経済मਖ਼的租税ࢢ
ू中ഉ除を課税目的として，資産課税をߏ想
していたといってよい。こうした資産税の課
税目的はࡏݱ，ੈքがٻめているۓ٤の租税
ࡦの課題ͩとߟえられる。

ΊͯࠐをँײΓͳ͍ݶ

　້͝をفりながらސみると，ࢲは金ࢠ先

ੜにಋかれて，ॴಘ税から加価税，さら
には資産税と，租税のをମܥ的にڀݚする
ことができた。加価税，資産税に続いて
ڀݚ先ੜからॴಘ税のॴಘ֓೦をࢠは，金ࢲ
するようにࢦ示される。それをࢲは「ॴಘ֓
೦」（金ࢠฤஶʰॴಘ税の理と課題ʱ
える税制の理ୈࢧをل21ੈ 2 税経理，ר
会，1���年初版）としてまとめている。つڠ
まり，金ࢠ先ੜは租税のの全ମ૾をѲで
きるようにࢲをಋいて下さったのである。
　ֶ問に限らず金ࢠ先ੜにಋかれるػ会に，
まれていく。先ੜのܙわ͵ことからもࢥはࢲ
，す͗たためにڱ༂の舞は，日本では׆͝
ւ֎にසൟにお出かけになられた。そのため

「 � ɽ11」にもרきࠐまれてしまう。つまり，
2001年 � ݄11日，アϝリΧでػۭߤをར用し
たςϩがىきた時に，先ੜはフϩリμにいら
した。ځ地にؕった先ੜを救い，ؼ国の手配
をされたのは，࣏ࣗলで府県税課をめら
れたੴా直༟ࢯである。それをحԑとして，
ੴాࢯは金ࢠ先ੜとࢲとࡾ人で৯事をڞにす
るػ会を，3 ϲ݄にҰ度ほど設けて下さった。
そのため৯事をڞにしながら，先ੜにಋかれ
るというࢸの時を，先ੜの֎出がࢥうにま
かͤることができなくなるまで，もち続ける
ことができたのである。
　しかし，ࢲをಋいて下さった金ࢠ先ੜは，
ఱにঌされてしまった。気がついてみると，
先ੜにಋかれたࢲの「ੜ」も，先ੜの͝Ըに
報いることなく，ऴわりを告͛ようとしてい
る。
　先ੜにはࢸらないࢲをおڐし下さることを
を๋͛ँײ意とܟい，たͩたͩ৺からなるئ
るばかりである。金ࢠ先ੜ本当にありがとう
͟͝いました。
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ҍの༿っͺのরり返しをडけて，当時はまͩ
38， � ，がإ先ੜのएʑしいおࢠった金ͩࡀ
とてもਆʑしくًいて見えました。
　この時，ࢲとಉ༷に，ܚԠ大ֶ大ֶӃで金
೭߂ಋをडけられていたଜࢦ๕༤先ੜのࢠ
྄ŋ元ܚԠ大ֶڭत，明࣏大ֶ大ֶӃでా
ӳڭतのࢦಋをडけられていたਫށक

तかڭಋࢦがそれͧれのࢯのॾ（ŋ弁護士ݱ）
らקめられてࢀ加され，ֶ෦の講ٛや大ֶӃ
のԋशに出るようになりました。
　ཌ年य़のθミからは，当時は౦大のॿ手で
いらした小ૣޫ↻，ߐ಄࣏ݑ，सాਖ਼೭，
大௩ཾࣇという֤分野でその後の法ֶքを
リードされる先ੜํがࢀ加され，年代があま
りҧわないڀݚ者のཛಉ士，Ұ楽しくൃ׆
なٞがަわされるようになりました。ちな
みに当初のθミで使われたςΩストは，
#PSJT�*��#JUULFSڭतがฤू・ஶ࡞をしたถ国
࿈ॴಘ税法のέースŋϒοクであったと記
Աしています。

ֶ෦Ͱͷٛ͝ߨ

　౦大においてֶ෦ੜを対象とする「租税法」
の講ٛは，࢛年࣍ੜ以上を対象としてౙֶ期
に開講されておりました。それまで租税法を
ֶんͩことがないࢲの場合は，とてもو重な

　金ࢠ先ੜには，ࢲが租税法のֶशにを
౿み出したୈҰาの時から，ެࢲともに大変
おੈになりました。ここでは，金ࢠ先ੜと
のおき合いで಄にුかんͩ出来事をアο
ト・ランμϜに書き記すことにகしますが，
この度の「税ݚ」の特ू企ըを௨͡て，ࣗࢲ
にとっても，金ࢠ先ੜをࣱび，金ࢠ先ੜと
租税法ڀݚとの関わり合いをࢥい出すԑ（よ
すが）となりますことをئっています。　

ઌੜͱͷग़ձ͍ࢠۚ

先ੜにお目にかかったのは，大ࢠが，金ࢲ　
ֶӃのम士課ఔҰ年目のळ（1���年）でした。
ژ先ੜ（当時は౦ݯतであった໖؏๕ڭಋࢦ
त）に介していたͩき，౦大法ڭҭ大ֶڭ
ֶ෦ࣨڀݚのθミࣨにったのが最初でし
た。金ࢠ先ੜのお名前は，ଘ͡上͛ておりま
したが，ެ法ֶ会の͝報告や͝文からる
限りでは，行法（とくにެ員法）が͝ઐ
ͩという認識しかありまͤんでした。໖؏
先ੜからは，「金ࢠ先ੜが౦大の大ֶӃで租
税法のԋशを୲当されるに当たって、ड講ੜ
がҰ人（当時౦大大ֶӃੜであったӒҪޫ明・
౦大名༪ڭत）ͩけではもったいないので、
君もࢀ加さͤてもらいなさい。」とݴわれた
のを֮えています。طにԫ৭くなっていたۜ

特集 ઌੜΛࣱͿࢠ3ۚ

ᅳจහ◉౦ѥ大学大学Ӄ教授ۄ
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ֶ大ֶӃやֶशӃ大ֶなどのڭतを経て，൩
年には౦ѥ大ֶ大ֶӃのڭतとして，スクー
リンάや文ࢦಋなどを୲当されました。
　講ٛにࡍしての金ࢠ先ੜの͝४備の良さ
は，౦ѥ大ֶでֶੜࢦಋ用に࡞したビσオ
講ٛにおいても実にදれています。そこで
ऩされている先ੜの͝講ٛは，ۃめてきっ
ちりと容がۛຯされたߏとなっており，
ड講ੜॾ君に租税法理を易しくޠりかける
とڞに，過ෆなく租税法のਆをઆ明する
容となっていました。
　さらに，年に回行われる౦ѥ大ֶのス
クーリンάの場でҹ象的ͩったのは，金ࢠ先
ੜは，常にࣨڭのҰ൪前の，時にはൃදをす
るֶੜのਅん前の੮にお࠲りになり，ֶੜॾ
君の報告をҰݴらずฉき࿙らすまいとされ
ていたことです（大先ੜに目の前に࠲られた
ֶੜॾ君の気࣋ちをࢥうと，ちΐっと気のಟ
な気もしますがʜ）。౦ѥ大ֶの大ֶӃੜは，
ক来の税理士を目ࢦしてम士文࡞のࢦಋ
をडけに来るํがほとんどですが，金ࢠ先ੜ
は，そういうํୡに対しても，「あなたํは
大ֶӃੜなのͩから、あなたํの書くम士
文は、アΧσミοクでֶ問的価のある容
でなければなりまͤん。」と་されるのが常
でした。

ે税法ڀݚͷج൫

ݙߩ先ੜの͝ࢠಈを௨͡ての金׆会ڀݚ　
については，طに先ੜのؐྐྵあるいはكݹ記
೦文ूなどで͝介されているところです
が，ࣗࢲが経ݧした先ੜのڀݚ会での༷͝
。などを介さͤていたͩきますࢠ
年（202�年）の12݄までで�58回の開催ࡢ　

会として，大ֶӃのത士課ఔをऴえるまでػ
の 5 年間，先ੜのྃ͝承をಘて，ౙֶ期͝と
に租税法の͝講ٛもௌ講さͤていたͩきまし
た。ҹ象的ͩったのは，ຖ年，いつも大ࣨڭ
にҰഋのड講ੜがԡしͤدていたことです。
डࢽࡶܥݧの企ըで，౦大法ֶ෦の定期ݧࢼ
の問題が特ूされたことがありましたが，そ
のࢽࡶで見た金ࢠ先ੜが出題された租税法の
事件など，当ٻ問題は，ෆ当རಘ返ؐݧࢼ
時のஶ名な租税法決 5 例について，決の
֓要のઆ明とڞに，コϝントをٻめるという
容で，問題の࣭やレϕルのߴさと分ྔのଟ
さ，それに対Ԡする౦大ੜॾ君のྗのߴさ
には，৺からײ৺しました。
先ੜの͝講ٛをௌ講していた当時ࢠが金ࢲ　
は，ະͩ金ࢠ先ੜのڭՊ書h 租税法 （ɦ߂文ಊ）
は出版されておらず，౦大出版会でҹされ
ていたനදࢴの「租税法」ϓリント資ྉがو
重な拠りॴでした。ݸࢲ人としては，金ࢠ先
ੜの͝講ٛの中でも，租税法と経済ֶとの
ともݴうべきॴಘ課税にとくに新さと
ຯを֮えましたが，先ੜの͝講ٛは，租税ڵ
法の全ൠに及び，ຖ年，最後の租税ॲേ法ま
ですべてをしऴえて講ٛをకめくくられて
いました。その後，ࣗࢲがڭஃに立ち実ࡍ
に租税法を講ٛすることになりましたが，
い期間にそこまでの容を講ٛするなんてこ
とはとてもできるわけがありまͤん。先ੜの
͝講ٛがԿにप౸に४備されていたのかを
ることになりました。1���年になって，金
Պ書をڭ文ಊからʰ租税法ʱの߂，先ੜはࢠ
出版されました（ 1 ）が，そのずっと以前から，
金ࢠ先ੜがطにしっかりとした租税法のମܥ
をࣗ分の中でもたれていたことは確かͩとࢥ
います。
　金ࢠ先ੜは，౦大を͝ୀ後，ԣ国立大

（ 1 ）h 租税法 （ɦ߂文ಊ）の初版は，1���年 5 ݄にൃ行されている。
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をえます「租税例ڀݚ会」は，ত��年
（1���年）10݄にൃしたとのことです（ 2 ）。
先ੜにお目にかかったのはۜҍが৭ࢠが金ࢲ
づくࠒで，೦ながら，ୈҰ回の租税例ݚ
ࢀ会からڀݚ会には間に合わず，ୈೋ回のڀ
加கしました。その時初めて法লで開催さ
れましたڀݚ会に出ましたが，その当時は日
本税法ֶ会のॾ先ੜにも開催௨がૹられて
いたらしく，中Ұ先ੜやਗ਼Ӭ࣍ܟ先ੜの
名ࡳなども用意されており，法লのの人
ୡにあるछのۓுײがあったことは，֎
のࢲにとっても，とてもҹ象的でした。租税
例ڀݚ会は，最初はຖ݄ 2 回， 1 回に 2 名
ずつの報告者で開催され，後に 1 回 1 件ずつ
の報告決に変ߋされました。金ࢠ先ੜは，
300回くらいまで（ʁ）は，ຖ回必ず出੮さ
れて，࢘会の役をめられていました。会場
の関で法লが使えず，౦大やբが関ビル
などで開催するなど，ෆ҆定な開催事もӨ
して，出੮者がܹ減した時期もありましたڹ
が，ւ֎͝出ுの時期を除くと，800回前後
のڀݚ会までは，金ࢠ先ੜの出੮は100％
にۙいであったとࢥいます。౦大をୀ
される前ですが，法ֶ෦ࣨڀݚの先ੜのお෦
をお๚Ͷすると，書୨の 2 段Ґを使って，
ୈҰ回からの租税例ڀݚ会の資ྉがҊঢ়
をؚめ，きちんとフΝイルされており，その
႓ா໘さにѹされるࢥいを๊いたものです

（先ੜのことですから，きっと最後までڀݚ
会の資ྉをきちんと理し，保ଘされていた
のではないでしΐうか。）。
　コϩナײછとのӨڹで最ۙはリϞート開
催になっていますが，対໘で行われた租税
例ڀݚ会での先ੜの最後の͝報告は，時効取

ಘをめ͙る課税時期の問題であったかとࢥい
ます。レδϝなどの資ྉ配をされずに「ク
ラγΧルなܗで」なさった͝報告は，ࢀ加者
の৺をҾきつける，「さすがは」とࢥわͤる
容でした。
　ए手のڀݚ者にとって，とてもو重なػ会
を与えて下さった租税法ڀݚ会が，いつࠒか
ら࢝まったのか，ࢲの記Աは定かでありまͤ
ん（ 3 ）。先ੜのتण記೦でฤूされたʰ租税
法の基本問題 （ɦ200�・有൹ֳ）のあとがき
には「1��5年当時のʰ租税法ڀݚ会ʱのϝン
όーは、名をえるのみ」と記ड़されてい
ますが，当初のθミにࢀ加した � 人（ӒҪ，
ଜ，ਫށक，ۄᅳ）に，立ڭ大ֶにไ৬さ
れていたിࢁ道・大名༪ڭत，当時はॿ
手のਫ野忠߃・Ұ橋大名༪ڭतなどもࢀ加さ
れて，金ࢠ先ੜのおֻかりでൃしたこと
は確かです。会場は，౦大の法ֶ෦ࣨڀݚの
ଞ，本ڷのֶ士会ؗなどを使い，その時の事
で中அすることもありましたが，ۙ年まで
則として݄ݪ 1 回のϖースで開催されていま
した。࢘会は，当初は金ࢠ先ੜ，その後，中
ཬ実先ੜにҾき継がれましたが，コϩナײછ
のྲྀ行との関で中ࢭを༨儀なくされるま
では，金ࢠ先ੜもほとんどຖ回͝出੮されて
いました。
　前ड़のように，金ࢠ先ੜが߂文ಊからʰ租
税法ʱの初版を出版されたのは，1���年（ত
51年）のことですが，金ࢠ先ੜのถ国ࡏ֎
出ுとの関で，ിࢁ，ӒҪの྆先ੜとڞに，
ಉ書のߍਖ਼をされました。その時は，大事
な書のߍਖ਼をされたことのۓுײをຯわ
うとڞに，Ҿ用文ݙや決，法規定のݪ本に
রらし合わͤ，確認しながら࡞業をਐめると

（ 2 ）租税例ڀݚ会の「租税例ڀݚ（ୈ 1 回）」に先立つ「租税例ڀݚ開࢝にあたって」δュリスト��2߸
15�ท（1��0年）。

（ 3 ）ಉ会報告のδュリストܝ載は，ӒҪޫ明ڭतの「ߋਖ਼のٻについてのएׯのߟ」δュリスト���߸��ท
以下（1��8年）に࢝まる。
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いうߍਖ਼の基本的࡞業を௨͡て，とても良い
ษڧをさͤていたͩきました。
　そのଞ，ত��年の租税法ֶ会立ち上͛に
して，当時はະͩ大ֶӃੜであったӒҪ先ࡍ
ੜとࢲが，設立४備ҕ員会や立૯会にけ
て先ੜํへの手ࢴのѼ名書きをしたことなど
は，ࠓৼり返ると楽しいࢥい出となっていま
す。

ਆ༷͔Βͷిͱ
ઌੜͷ͝ࢦಋ

　以前に日本経済新ฉの「ަ༑ঞ」のཝで，
弁護士のଠా༸ࢯが，「ਆ༷からのి」と
題して金ࢠ先ੜからのおిで౦大ॿ手への
ब৬をקめられたを書かれていましたが，
͝，からࠒどもが大ֶӃੜのࢲ 用がある時や，
文に関する確認やアドόイスをされる時な
ど，しばしばࣗまで先ੜからのおిを
ଷすることがありました。先ੜとのいお
き合いの間，ࢲどもがる限り，先ੜは，ϝー
ルを使われまͤんでしたので，先ੜとの௨৴
手段は，ओにిにґりました。それにつけ
ても，先ੜからのおిは，एഐ者のࢲなど
には大変ڪれଟく，大分時間が経って׳れる
までの間は，「もしもし，金ࢠです。」という
先ੜの༏しいݺびかけのおをௌくと，్
に，ۓுײがମ中にったものです。
　金ࢠ先ੜの͝ࢦಋをडけて，とてもҹ象的
でしたのは，୭に対しても，分けִてなく໘
をよく見て下さるということでした。ࢲの
場合，δュリストに初めてൃදしたߘݪは，
租税例ڀݚ会で報告した「税トラのר事
件」に関するߘ（ � ）でしたが，金ࢠ先ੜに
をお見ͤすると，全ମがԖච書きでਅっߘݪ

になるほど，疑問やमਖ਼Օॴ，意事項ࠇ
などを͝ࢦఠ下さったߘݪがってきまし
た。そのようなやりとりを 3 回ほど繰り返し，
先ੜの0,をきましたが，ࢲのように直
のڭえࢠでない者のߘݪにまでஸೡに目を௨
し，Կ度も͝ࢦಋ下さった先ੜの͝配ྀには，
ほとほと͡ײ入りました。
　金ࢠ先ੜの͝ࢦಋの͝৺さ，ஸೡさにつ
いては，定評があるところで，౦ѥ大の大ֶ
Ӄੜに対しても先ੜのํから直おిをか
けられて，文のࢦಋをなさったというよう
な，ちΐっとઆ͡みたもわっています。

໊͋ͩʮ఼Լʯ

　एいࠒの金ࢠ先ੜは，ࡏݱの上ߖต下がए
くて，まͩߖଠࢠ఼下ͩったࠒのおإにࣅて
いらしたことや，୭に対してもஸೡで༏しい
おݴ༿使いをすることなどから，先ഐŋಉ྅
の先ੜํから，「఼下」というあͩ名をけ
られていました。先ੜがパチンコٿ༡ث事件
に৮れて講ٛをされる時などは，日ࠒ，とて
もਅ໘目な先ੜがパチンコのをするとい
う意֎さから，ֶੜॾ君の間で͟わめきがى
こるほどでしたので，その先ੜがपりの先ੜ
ํからそういうい͡られํをされるのが，と
てもඍসましく͡ײられました。

૬ݟ

　先ੜࣗ͝がスϙーπをなさったという
はとくにฉいておりまͤん。でも，金ࢠ先ੜ
がお相をおきͩったのは，確かͩとࢥい

（ � ）ߘ「税資ྉのൿಗと国Ոެ員法100条 1 項のʰൿີʱの意ٛᴷいわΏる税トラのר事件差後の
ୈೋ৹決」δュリスト5��߸128ท以下（1���年）。
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ます。先ੜには，相のチέοトを入手する
特別なルートがあったようで，Կ時のࠒから
か，౦ژで大相の本場ॴが開催される時に
は，時におをかけて下さり，おڙをするこ
とがありました。先ੜとのち合わͤは大ମ
決まっていて，૯ઢळ༿ݪӺのϗーϜで，
े྆の取に間に合うようޕ後 2 時ࠒにお
会いすることなっていました。先ੜのおか
らͩと，൧ా橋あたりのํが͝都合がٓしい
のでしΐうが，新॓ํ໘から行くࢲのศٓを
います。国ٕؗࢥえて下さったのかなともߟ
での࠲੮は 1 ֊੮中段あたりの � 人ֻけのᐩ
੮がଟかったのですが，ࢲのମ֨を気にされ
てでしΐうか， � 人ֻけの੮にೋ人でΏった
りと࠲り，؍ઓするのが常でした。時には，
ςレビにөりやすい੮に࠲っていた時もあ
り，ςレビ؍ઓをしていたՈ人から，์ૹを

௨͡てೋ人の༷ࢠをԿ度も見たと告͛られた
こともあります。Ұ度，先ੜに「先ੜがお
きなお相さんはʁ」とおਘͶしたことがあ
りますが，その時には，「҆ඒۋです。」とい
うのが先ੜのおえでした。ମ֨的には༏れ
たํではないけど，小気ຯの良い相を取る
のが先ੜのお気に入りの理由のようでした。

　金ࢠ先ੜには，ब৬やڀݚ֎ࡏなどにࡍし
ても，Կかとおੈになりました。ミュンϔ
ン大ֶのフΥーήル先ੜやϋーόード大ֶの
オールドマン先ੜなど，金ࢠ先ੜが͝介し
て下さったւ֎のஶ名な先ੜํとのަྲྀなど
も，とてもو重で楽しいࢥい出となっていま
す。そのଞ，先ੜのࢥい出をޠるとにきり
がありまͤんが，先ੜの້͝をفりつつ，
このあたりでචを措きます。合ঠ。
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ࢠであった。そういう中，金ࡏめてԕいଘۃ
先ੜは，すでにत業ではଘ͡あ͛ていたもの
の，ԕいଘࡏで，まͩ，�0代ばでおられた
が，たいへんなݖҖであった。それにもかか
わらず，お目にかかると，金ࢠ先ੜは，たい
へんԹްなਈ士であった。そのおり，ֳ法
制ہのなどをうかがった。そのあと，また，
先ੜのࣨڀݚを๚Ͷて，租税法について関৺
あるςーマなどをおしするػ会をいたͩい
た。上のような経Ңの中で，大ֶのॿ手に࠾
用していたͩくことになった。その当時のࢲ
のߟえいたڀݚςーマは，「租税法におけ
る৴ٛ実のݪ則」であり，ࠓ，それをৼり
返り，初ֶ者にとって課題のબの難しいこ
とをつくづく͡ײる。
　ॿ手に࠾用されたとき，当時は，ฉき׳れ
なかった「オフΟスアϫー」を設けてくͩさ
り，ຖिਫ༵日に，先ੜのࣨڀݚにうかがっ
てしどろもどろの問をさͤていたͩいたの
をよく֮えている。どうも，先ੜには，ແବ
な時間を࿘අしていたͩいたとࢥう。ॿ手の
めは，ドイπの)FOTFM�ʞ4UFVFSSFDIUʟの࢝
యとともに，4VSSFZ�8BSSFOならびにݪ
#JUULFSのέースϒοクをߪ読するࢦಋをड
けた。後年まで，これらの書੶は，租税法に
おける代ද的文ݙであり，その当時に，この
ようなࢦಋをडけられたことは，やはり，租
税法の先ۦ者であった金ࢠ先ੜのؚにدる

ᶗ
　「金ࢠ先ੜのࢥい出」について，ౣ特
ू߸の執චґཔをいたͩき，༷ʑのࢥい出が
め͙ってきた。やはり，2 年前にり，しみ
͡みとࢥう。こういう執චをした経ݧがなく，
しかも，あまりにたくさんのࢥい出があり，
とまどうことがগなくないが，ࢥい出すまま
に書かͤていたͩくこととした。やや文ޠମ
では͡めたものの，どうも難しく，やはり，
先ੜなので，ですますのޠޱମにしたりを繰
り返し，݁ہ，このような文ମでਐめさͤて
いたͩいた。
　なによりも，౦ژ大ֶを定年ୀ৬され，ͩ
いͿ，リラοクスされながら，「ࠓの大ֶの
ֶੜは、θミのत業中に、Զ、Զ、とすの
ですよ。」とۤをしておられ，ۃめて上
なงғ気を࣋った先ੜであった。
　金ࢠ先ੜに初めてお会いしたのは，ब৬の
で，໘会さͤていたͩくため，౦ژ大ֶ法
ֶ෦のࣨڀݚへうかがったときであった。そ
こで，金ࢠ先ੜに࣭問さͤていたͩいた。ࠓ，
ڀݚうと，ջかしいことであるが，当時のࢥ
ࣨには，来๚者が必ず立ちدらなければなら
ないडがあり，Ұൠの大ֶੜが，法ֶ෦ڭ
तのࣨڀݚを๚問するػ会はほとんどなく，

特集 ग़͍ࢥઌੜͷࢠ4ۚ

ਫ߃◉Ұڮ大学名誉教授
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特集

ؖ国の税関のํʑと࣭疑をま͡えて談
され，いまさらながら，金ࢠ先ੜの名度と
人のਂさにײಈしたのをよく֮えている。
ཌ日は，やはり，ιルの弁護士で金ࢠ先ੜ
の大ֶӃੜであったํがιルをҊしてく
ͩさり，ཌʑ日には，ιル大ֶ法ֶ෦の租
税法の先ੜのおটきに༬かった。౸ணからؼ
ணまで，金ࢠ先ੜがなܴをडけられ，
͝Ұॹさͤていたͩくことができ，そのػ会
にܙまれたと͡ײる。

ᶙ
　そのあと，金ࢠ先ੜと，国税庁のҕୗによ
り，アϝリΧ合ऺ国のҠస価֨税制のڀݚௐ
ࠪを行うため，ϫγントン%�$�や，ニューϤー
ク，Ϙストンへと͝Ұॹさͤていたͩいた。
ϫγントン%�$�のアϝリΧࡒলや国ࡀ入
庁におけるώアリンάௐࠪにおいて，金ࢠ先
ੜは，かなりٕज़的でৄࡉな事項について，
ん࣭ͩ疑を，アϝリΧࠐめてਅ໘目にಥっۃ
の৬員などとやりとりされていた。前日の
間ඈ行のため，Ұਭもされていないのに，ͻ
͡ΐうに႓ா໘で৺にされていたのには，
びっくりした。このࡏでは，Υーλーήー
トϗςルにࡏしたが，ϩビーでち合わͤ
のたび，必ず，金ࢠ先ੜが，つͶに先にっ
ておられるので，そのたびに，ਵ行の役割を
果たͤず，ஏずかしくଘ͡あ͛た。そのϩビー
などで，金ࢠ先ੜは，いつも，コーώーでな
く，アールάレイのߚをঌし上がっていた。
後日，Ԟ༷から，別にߚがおみというよ
り，コーώーがಘ意ではないからとうかがった。
みのおり，先ੜにਵ行してϫγントンٳ　
%�$�のナγϣナル・Ϊャラリーに行ったが，
そこで，金ࢠ先ੜが，ルϊϫールやγスレー
などのҹ象の࡞の中で，ࢲのらないը
Ոの࡞についてをされた。小ү良ฏըഢ

ものであったとײずる。ࡏݱでは，Ұൠ的に
えられているものの，当時としては，先ੜߟ
の͝ࢦಋをいたͩかなかったならば，ࣗ分ࣗ
でたどりつくために，相当，ԕ回りをした
とࢥう。
　また，1��8年に，金ࢠ先ੜは，アϝリΧ合
ऺ国から，αリーڭतをটされた。その後，
のॿ手ࢲ 2 年目のとき，金ࢠ先ੜは，ϋーόー
ド・ϩースクールに 2 度目のཹֶをされ，や
はり，スλンレー・αリーڭतとともにڀݚ
されたと記Աしている。アϝリΧ合ऺ国から，
アϝリΧのϩースクールのέースϒοクを
ૹってくͩさったのをしみ͡みとࢥう。

ᶘ
　౦大ֶにब৬してから，ࢥい出にるの
は，金ࢠ先ੜと，Կ度か，ւ֎出ுに͝Ұॹ
したことである。
が，先ੜに͝ਪનをいたͩきアϝリΧ合ࢲ　
ऺ国にཹֶしたおりに，先ੜが，国税庁のґ
པをडけて，ϋーόード・ϩースクールのオ
ルドマンڭतを๚Ͷてお見えになったが，そ
れ以߱も，いろいろなػ会にಉ੮さͤていた
ͩいた。
෦のセミࢧ先ੜが，*'"ؖ国ࢠくは，金ݹ　
ナーにটされて，ιルを๚問された時に，
中ཬさんと，+"-のඈ行ػから͝Ұॹさͤて
いたͩいた。ࢲは，ؖ国出ுは，初めてであ
り，あまり，ਵ行の役割を果たͤなかったと
に౸ணߓ金Ӝۭچしているが，ιルのॖڪ
してから，先ੜの大ֶӃੜでڭえࢠであった，
ؖ国ࡒলからసして弁護士をされていた
ቐさんのҊがあり，*'"ؖ国ࢧ෦で͝講ԋ
をされた。先ੜが，Ҡస価֨税制について，
日本ޠでされたのをቐさんが༁された。
その後，*'"ؖ国ࢧ෦ܴの༦৯会にも，中
ཬさんとಉ੮さͤていたͩいた。いろいろと，
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のࢦಋをडけ౦ܳژज़大ֶをଔ業されたԞ༷
とともに，金ࢠ先ੜがֆըについてもܮが
ਂいと，やはり，つくづくײ৺した。
　また，そのあと，Ϙストンにおいて，ϋー
όード・ϩースクールに͝Ұॹしたとき，ϋー
όードスクエアの+�1SFTTのγϣーΟンド
をோめて，「あのωクλイはいいですͶ。」
とݴわれていた。金ࢠ先ੜの༸やωクλイ
のझຯは相当なものであったとࢥう。
　この出ுの中で，ニューϤークに立ちدっ
たとき，役ॴのํが，「ࠓ日はラーϝンでも
いかがですか。」とਘͶたところ，金ࢠ先ੜが，

「そうですͶ、ઓしてみますか。」とݴわれ
た。金ࢠ先ੜらしい返事のͩํなと，つく
づく͡ײた。
　この出ுの行きؼり，国ࡍઢのඈ行ػのػ
で，金ࢠ先ੜはऴ࢝ニコニコされていたの
を，ࠓでも，よくࢥい出す。

ᶚ
　金ࢠ先ੜは，ミュンϔン大ֶのフΥーήル
先ੜとڞಉڀݚをされ，ドイπのミュンϔン
߫֎で，Ҡస価֨税制に関する国ࡍ会ٞを開
催された。日本からは，૿Ҫ良ܒさん，ौ୩
խ߂さん，ۨ ，さんらޱ史തさん，୩ٶ
租税法のڀݚ者がࢀ加された。中ཬさんとࢲ
は，別్ࣗ分たちでཱྀඅを४備するようにと
の先ੜのおୡしがあり，そのため，中ཬさん
が，全෦計ըしてくͩさり，+"-のཱྀػ٬で，
チューリοώに౸ணした。ೋ人で，δュωー
ϒ，スイスొंిࢁ，ルπΣルンなどをまわ
り，いろいろ楽しく過͝したあと，ۭ ࿏，ミュ
ンϔンに౸ணした。国ࡍ会ٞは 3 日間開かれ
たが，ࣗ分たちの報告の合間に，మ道でミュ
ンϔンに出て，ώトラーで有名なミュンϔン
のビアϗールへ行き，会がはずみながら，
ってきた。この時は，中ཬさんの行ಈྗの

おか͛で，ཱྀڀݚ行において楽しみのଟい経
，会ٞの企ըをࡍ先ੜは，国ࢠであった。金ݧ
໘まで全෦こなしておられ，たいへんଟࡒ
でおられたとࢥう。このときは，お手い
より，Կか，ศしたような͡ײであった。

ᶛ
　そのあとは，国ࡍ会ٞとしては，金ࢠ先ੜ
と中ཬさんで企ըされ，ࡒলのॿをडけ
て，ΧリフΥルニアのϞントレーという保ཆ
地で会ٞが開催された。日本の租税法ڀݚ者
とともに，ラϜβイϠーさんもࢀ加されてい
た。会ٞ場は，Ϟントレーのϗςルであった
とࢥう。この企ըの実行にあたっては，ࡒ
লのࢧԉをडけて，そのし合いなど，४備
段֊から，金ࢠ先ੜと中ཬさんのおೋ人のਚ
ྗはたいへんであったとࢥう。金ࢠ先ੜとࢲ
のೋ人で，当時，γリコンόレーにۈめてお
られた，中ཬさんのఋさんのおへݺんでい
たͩくなど，ここでも，まで，楽しく会
さͤていたͩいたのをࢥい出す。ԹஆなΧ
リフΥルニアの地ならではと͡ײる。

ᶜ
　このあとも，金ࢠ先ੜとΧリフΥルニア大
ֶのマクナルςΟ先ੜのおটきで，όークレ
イの国ࡍ会ٞに͝Ұॹしたことや，ϋーόー
ド・ϩースクールのオリόー・オルドマン先
ੜのおॕいにࢀ加したことなどࢥい出される。
い出は，あり過͗ると，書けないものͩࢥ　
とつくづく実ײする。こうしてৼり返ったͩ
けでも，租税法のൃలやڀݚの国ࡍ化のため
ずײの大きさをࡏ先ੜのଘࢠされた金ݙߩ
る。もうҰ度，֎国出ுに͝Ұॹしたかった
とࢥう。
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ᶘ ે税法ڀݚͷ్

は，1���（ত��）年ࢲ　 � ҭڭژ౦چ，݄
大ֶをମとして，新ߏ想大ֶとして設さ
れたஜ大ֶにୈ 1 期ੜとして入ֶし，法
のษڧを࢝め， � 年࣍ੜの時に，金ࢠ先ੜの

ʰ租税法ʤ初版ʥɦ を使って，初めて租税法ֶ
をษڧした。その後，1��8（ত53）年にಉ
大ֶӃത士課ఔ（ 5 年Ұ؏制）に入ֶし，ೆ
തํ先ੜの下，行救済法のڀݚを࢝めたが，
ೆ先ੜから行実ମ法の分野でもઐੑを
につけるべきͩとのࢦಋをडけた。そして，
おそらくはೆ先ੜがいわΏるֶԂฆ૪をػ
に，期の国税ෆ৹ॴのຽ間人৹
としてۈされた経ݧがあったためであろう
とࢥうが，「金ࢠ先ੜを介してあ͛るか
ら租税法をษڧするとよい」とקめられた。
を書いたࢴ先ੜにその旨のお手ࢠる金ڪるڪ
ところ，金ࢠ先ੜはշく໘談のػ会を࡞って
くͩさった。
　初めて金ࢠ先ੜに౦ژ大ֶのࣨڀݚでお目
にかかったとき，ちΐうどその年に中ཬ実さ
ん（先ੜ）がڀݚॿ手になったところなので，
ҰॹにアϝリΧのέースϒοク（4VSSFZ�
8BSSFO�.D%BOJFM�"VMUのฤஶである）を
読みましΐうと༠っていたͩいたほか，租税

ᶗ ͡Ίʹ

　金ࢠ先ੜが2022（ྩ � ）年 8 ݄23日に
で͝੦去なさった。前年の2021（ྩࡀ�1 3 ）
年11݄30日で名ஶʰ租税法ʤୈ2�版ʥɦ（߂
文ಊ）がץ行されたとき，಄の序において，
1���（ত51）年の初版ץ行以来，約�5年間
にわたり版を重Ͷてきたಉ書の単ஶとしての
行は，この2�版をもってऴわりとしたい旨ץ
がද明されていたので，৺配をしていたとこ
ろであった。金ࢠ先ੜは，201�（ྩ元）年
にੜの地である野県上ాࢢの名༪ࢢຽに
ਪڍされ，ಉশ߸の贈ఄ式がಉ年 8 ݄2�日に
開催されたࡍ，ಉ書のক来の出版計ըに৮れ，
できれば25版までץ行できればخしいとおっ
しΌっておられたのであるが，それをഈ読す
ることができなくなり，とても೦である。
　この小文においては，ࢲの租税法ڀݚのは
͡めからࡏݱにࢸるまで，金ࢠ先ੜからࣀっ
てきた͝ࢦಋと͝ްのҰをදすことによ
り，金ࢠ先ੜのԹかさや大きさを記すことと
した。

特集 ग़͍ࢥઌੜͷࢠ5ۚ

大学名誉教授ཱࠃՊ教授ɾԣڀݚ大学大学Ӄ๏࣏໌◉໌ؠ
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めにࢲとしてはとても有ӹであった。また，
当時の，৫本लመ理事，ૣాઐ理事，本
ా事ہには大変切にしていたͩいた。
これも金ࢠ先ੜが͝介してくͩさったおӄ
である。

ᶙ େֶڭһͱͯ͠

　その後，金ࢠ先ੜの͝ਪڍにより，ࢲは，
Ѫ大ֶ，ࢁ大ֶにおいてઐڭ員となる
ことができたが，金ࢠ先ੜが౦ژ大ֶを定年
ୀし，ԣ国立大ֶにҠ੶なさった後，Ӓ
Ҫޫ明ڭतのస੶後のϙストのڭ員として，
はԣࢲ，くͩさった。そのおӄでڍを͝ਪࢲ
国立大ֶ経済ֶ෦݉大ֶӃ国ࡍ経済法ֶݚ
，先ੜと͝Ұॹにࢠतとして，金ڭՊのॿڀ
租税法ڭҭと大ֶ行の事を୲当すること
ができた。また，ミュンϔン大ֶのクラス・
フΥーήルڭतをԣ国立大ֶ及びܚጯٛक़
大ֶの٬員ڭतとしてটᡈすることができた
ંには，金ࢠ先ੜの国ࡍ租税法のत業に૿Ҫ
良ܒ先ੜとともにࢀ加をすることができた。
また，金ࢠ先ੜと୩߶先ੜとが֎෦ڀݚඅ
を֫ಘしてෆಈ産課税の国ࡍൺֱڀݚをした
ҕ員に加えていたͩき，ֶ֎のڀݚ，にもࡍ
ήストスϐーΧーとともにڀݚ会をし，また
が୲当ࢲ）文を執චさͤていたͩいたڀݚ
したڀݚ果としては，δϣーン・Ϡンάマ
ンʹδΣーン・マルϝڞฤʰ地ݐ税制の
国ࡍൺֱʱの༁をԣ国立大ֶ経済ֶ෦ػ
関ࢽエコϊミアר��（1���年） 1 ߸ないし 3
߸に 3 回にわたりܝ載していたͩいた。）。そ
して，金ࢠ先ੜがԣ国立大ֶを定年ୀを
してֶशӃ大ֶにҠ੶なさるࡍ，最ऴ講ٛに
当たり，金ࢠ先ੜの͝業とֶԸに対するײ
ँの気࣋ちをදすػ会をいたͩいたのは，あ
りがたいことであった。
　さらに，ࢲが1���（ฏ11）年にԣ国立

法ڀݚ会と租税例ڀݚ会（これらのڀݚ
果はࢽࡶδュリストに࿈載されている。）へ
のࢀ加をお認めくͩさった。ࢲは，当時，ド
イπ法とのൺֱ法ڀݚを࢝めていたところで
あったので，アϝリΧ法をษڧし࢝めてඇ常
にށった。ドイπॴಘ税法とアϝリΧ国
が全くҟなっているܥ入法యとでは，法ମࡀ
からである。また，アϝリΧ租税法を理解す
るためにはଟくの租税例を読む必要がある
が，当時は，租税法のઐ用ޠの意ຯを解આ
するӳࣙయがほとんどなかったので，決
文のコンςクストを前提に日本のॴಘ税法の
規定ではԿに相当するかを想૾して理解する
しかなかった。そのようなときに，アϝリΧ
ཹֶ経ݧのある中ཬ先ੜはアϝリΧ例の୳
しํから読みํまでとても࠙切ஸೡにڭえて
くͩさった。そのおӄもあって，なんとかέー
スϒοクとその元になっている決文を読み
解くことができるようになった。このことは
。しているँײでもਂくࠓ
は，大ֶӃをमྃ後，当時は法ֶ෦に租ࢲ　
税法のઐڭ員のϙストがほとんどなかった
ため，しばらく大ֶのඇ常ۈ講ࢣをめてい
たのであるが，金ࢠ先ੜが৺配をしてくͩさ
り，1�8�（ত5�）年に設立された当時のࡒ
ஂ法人日本税ڀݚセンλー（「日税ݚ」と
いう。）におけるڀݚ事業のิॿとਤ書ؗ
備の事をおੈくͩさった。金ࢠ先ੜは，
ాণี先ੜ・新Ҫ⇮Ұ先ੜとともにސ問֨
ڀݚ事業に関するڀݚのݚतとして，日税ڭ
会の企ըӡ営等を୲当しておられたからであ
る。そのڀݚ果は，「日税ݚू」「税事
例ڀݚ」，そしてػ関ࢽ「税ݚ」にܝ載され，
，は，当初ݚにもҾき継がれている。日税ࡏݱ
लদொަ差ビルにあり，ࢲはि 3 日ఔ
度出ۈして，֎の租税関ਤ書・ࢽࡶのબ
書を行うとともに，「税ݚ」にଟくの記事を
執චさͤていたͩいた。こうした業は，
֎の租税法・租税ࡦのಈやഎܠをるた
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特集

大ֶから 1 年間のڀݚ֎ࡏのػ会をいたͩい
たので，金ࢠ先ੜに͝相談をしたࡍには，ϋー
όード・ϩースクールのオリόー・オルドマ
ンڭतにਪનঢ়を書いてくͩさり，࠺のౡ
いづみ（ૣҴా大ֶڭत）とともに，٬員ݚ
先ੜのお名前ࢠ員となることができた。金ڀ
は，ϋーόード・ϩースクールのଟくのڭत
がっており，そのおӄでϋーόードではと
てもܙまれたڀݚ，そしてत業のௌ講のػ会
をಘることができた。
　このアϝリΧのϩースクールにおけるษڧ
は，ؼ国後，ԣ国立大ֶ大ֶӃ国ࡍ経済法
�"$*+Պにおいてڀݚֶ+*$&によるマス
λーϓϩάラϜとして，౦ೆアδアのए手行
をটᡈしてӳޠによる日本法のत業をす
ることとなったときにも，とても役に立った。
アϝリΧでのϩースクールのत業のड講経ݧ
がなければ，ӳޠによる日本租税法のत業な
どࢲにはࠔ難であったろうとࢥう。また，
200�（ฏ1�）年から，日本でもアϝリΧの
ϩースクールをϞσルとした法Պ大ֶӃが設
立されることとなり，法ֶ෦のないԣ国立
大ֶにおいても，法ֶະम者ڭҭを重ࢹした
法Պ大ֶӃ（大ֶӃ国ࡍ社会ՊֶڀݚՊ法
実ઐ߈）を開設することができたのである
が，ࢲは租税法と行法ԋशのत業を୲当す
るࡍに，アϝリΧでମݧしたत業ํ法をアレ
ンδして取り入れてみた。アϝリΧではֶ෦
段֊ではઐ的な法ֶڭҭは行われていない
ため，ϩースクールのֶੜはいわばほとんど
が法ֶະम者である。それを 3 年間かけてभ
の࢘法ݧࢼに合֨できるͩけの法識のあ
る者にҭて上͛ている。ֶੜがྗすること
は前提ではあるものの，基ૅからԠ用までの
。ҭํ法をどのように行うかは大切であるڭ
これをମݧしていたことは日本の法Պ大ֶӃ
ҭを୲当するときにも大いに役立った。金ڭ
先ੜは，ԣ国立大ֶの法Պ大ֶӃのことࢠ
も，ずいͿんお気にかけてくͩさって，༷ࢠ

をฉいてくͩさった。また，֎෦評価ҕ員に
なっていたͩき，意見書を書いていたͩいた
りもした。೦ながら，ԣ国立大ֶの法Պ
大ֶӃはֶੜืूをఀࢭすることとなったた
め，ࢲは，明࣏大ֶઐ৬大ֶӃ法ڀݚՊ

（法Պ大ֶӃ）にҠ੶することとなったが，
金ࢠ先ੜにその旨をおしすると，とてもお
。びになり，ྭましてくͩさったت

ᶚ ࣾձ׆ಈʹ͍ͭͯ

　金ࢠ先ੜからは，大ֶにおけるڭڀݚҭ׆
ಈ以֎にもଟ大な͝ߴ配をࣀってきた。税
大ֶߍにおけるݚमत業の୲当，ެ開講࠲の
講ԋ，֤ল庁における৹ٞ会，ҕ員会，ڀݚ
会等，税理士会や֤छ業քにおけるڀݚ会，
検౼会等へのࢀ加をおಋきくͩさった。これ
らの経ݧは，ࢲの租税法ڀݚの෯を͛，か
つ理解をਂめることにとても有意ٛであっ
た。
の出ൃは，ドイπにおけڀݚの租税法ࢲ　
る経済的ํ؍法の理史的ڀݚであり，そ
の基本は，租税法の解ऍ適用に関する法ֶ的
ํ法の検౼であったが，金ࢠ先ੜは，ڀݚ
容が༨りந象的理ֶ的になりす͗ないよ
うに，実ࡍの経済取Ҿをਂくਖ਼しく認識し，
それに対するࢲ法の理と合ੑのある租税
法解ऍ適用をߟえるべきͩとࢦಋしてくͩ
さった。もちろん，金ࢠ先ੜಠ特のお༏しい
දݱによるものではあったが，ࢲにはとても
ਂくさるものがあった。その後，金ࢠ先ੜ
が͝介くͩさった，産ֶのڞಉڀݚに関
する֤छお༠いは，実ࡍの経済ݱ象をਂくਖ਼
しく認識するためにとても有ӹであったし，
また，ࢲが֤छ新छ経済取Ҿに関৺を࣋ち，
それに対してどのように租税ෛ୲をٻめるの
が適ਖ਼ެฏなのかをڀݚςーマにしているこ
との基൫となっている。
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ᶛ ͓ΘΓʹ

先ੜのいࢠは，最初にड़べたとおり，金ࢲ　
わΏる直ఋࢠではない。それにもかかわらず，
本文で書いたように金ࢠ先ੜからに༨るޫ
ӫにཋすことができたのは以֎のԿで
もない。とはいえ，このように金ࢠ先ੜが͝
ް͝ߴ配をくͩさったのは，ࢲに対してͩ
けではなく，๖ժ期の租税法ڀݚをࢤしたଟ
くのॾ先ഐやॾ後ഐに対してもಉ͡ではな
かったろうかとࢥう。日税ݚにおいて開催さ
れたいわΏる金ࢠθミにࢀ加された税理士さ

んの中からも，ଟくのڀݚきの税理士さん
がҭち，ࠓでは税理士会において租税法ڀݚ
わっておられる。そうしたํʑܞಈに׆ҭڭ
の中のͻとりの代දとして，ࢲは本文を書か
ͤていたͩいたにす͗ないとߟえている。
　有ҝな人には分けִてなくし，ࢧԉする
ことにより，租税法に対する関৺をߴめ，法
ֶにおける地Ґを上さͤることにより，
租税法ֶのൃలにد与された。それが，金ࢠ
先ੜのֶ問的かつ人間的な大きさなのͩろう
とࢥう。
会を与えてくͩػ回のౣ特ूに執චのࠓ　
さったことにਂくँײするとともに，金ࢠ先
ੜに৺よりѩౣの意をදしたいとࢥう。
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相ٞڠޓでの合意，それに基づくถ国での課
税と日本での対Ԡ的ௐという݁果をಋくこ
とができた。日ถ税金ઓ૪といったଊえํで
はなく，国ࡍ課税ルールに基づくྫྷ੩な対Ԡ
が必要であることがく理解された݁果であ
り，そこにࢸるまでの金ࢠ先ੜの͝ॿྗにਂ
くँײしている。この間，金ࢠ先ੜは，Ҡస
価֨税制をは͡め国ࡍ課税に関するଟくのஶ
課税に対すࡍをൃදされ，これは国の国࡞
る関৺やڀݚのがりにつながった。こうし
た国ࡍ課税への理解のまりとਂまりは，日
本における国ࡍ課税執行のありํにも大いに
資するものであったとߟえている。
　その後，上記の日ถ相ٞڠޓとฒ行するܗ
で，わが国にもҠస価֨税制がಋ入され，ࢲ
はࣨとして関෦ہともྗڠしながら，そ
の執行ମ制のありํを検౼することとなっ
た。このでも金ࢠ先ੜからはଟくのॿݴを
いたͩいた。金ࢠ先ੜからは，特に，納税者
にとっての対Ԡの容易さ，課税当ہにとって
の執行Մੑといったへの配ྀがڧௐされ
た。なお，経済的ೋ重課税という用ޠは金ࢠ
先ੜによるものであり，Ҡస価֨税制は経済
的ೋ重課税をഉ除することをって初めて完
全なものになるというߟえํはڧくҹ象に
。っている
　国税庁の国ࡍ課税の執行ମ制は，ࡏݱでは，
国税庁，国税ہを௨͡ॆ実したものとなって

　金ࢠ先ੜに初めてしくするػ会を࣋っ
たのは，ࠓから�0年༨り前になるがত5�年

（1�82年） � ݄，国税庁の国ࡍ課税問題検౼
会においてであった。当時，執行໘でも課税
の国ࡍ化への対ॲの必要ੑがߴまり，国税庁
にগ人ではあるが国ࡍ課税୲当෦ॺが設
けられ，その課ิࠤとして配ଐされたࢲは
֎国றؼࡏりのあいさつ回りもそこそこに当
該検౼会にࢀ加し，金ࢠ先ੜにお会いするこ
ととなった。
　当時の検౼会の当໘する課題は，日本のࣗ
ಈंϝーΧーのถ国ࢠ会社に対するถ国のҠ
స価֨課税への対ॲであった。Ҡస価֨税制
は，まͩわが国にはಋ入されていなかったが，
国税庁としては，ถ国のҠస価֨課税により
経済的ೋ重課税がੜ͡ることをආけるために
日本のࣗಈंϝーΧーからのਃをडけてถ
国課税当ہと相ٞڠޓを行うことがٻめら
れ，また相ٞڠޓで合意が立すれば租税条
約上のٛとしてڊ額の税のؐを行うこと
が必要になるという問題がੜ͡ていた。
　国的にもまた国ࡍ的にも前例がしい中
で，ถ国をは͡めとするॾ֎国のҠస価֨課
税の実Ѳ，租税条約の相ٞڠޓや対Ԡ的
ௐのみ・ߟえํの理解，国法制で対
ԠがՄかどうかの確認といった地道な࡞業
が必要であったが，金ࢠ先ੜからଟくの示ࠦ
をडけながら，গし時間はかかったが，日ถ

特集 ࠂק՝੫ͱγϟϓࡍࠃ6
ᴷ͍ࢥग़ͱँײ
౻井อݑ◉౦ѥ大学大学Ӄ教授ɾݩ੫大学ߍߍ
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　その後，ࢲは，*'"日本ࢧ෦の事ہの׆
ಈに本֨的にࢀըさͤていたͩくようにな
り，金ࢠ先ੜから直ଟくの͝示ࠦをいたͩ
いた。特に記Աしているのは，ϒランチ・レ
ϙーλーのબである。*'"の年࣍૯会では，
ຖ回 2 つのओ要ٞ題が設けられ，そのそれͧ
れについて֤国からਪનされたϒランチ・レ
ϙーλーがϒランチ・レϙートを࡞し，そ
れを基にٞが行なわれるのが常であり，そ
のϒランチ・レϙーλーのਪનが日本ࢧ෦の
業の 1 つとされている。金ࢠ先ੜは，でき
るͩけଟくの日本のڀݚ者，実Ոが，ϒラ
ンチ・レϙーλーとして国ࡍ的なٞの場に
加すること，そうしたことを௨͡て租税にࢀ
関する国のٞが国ࡍ的なٞからଟくの
をडけることをんでおられ，その立場ܹ
からੵۃ的な͝意見をいたͩいたところであ
る。
　*'"日本ࢧ෦での׆ಈを௨͡て，金ࢠ先ੜ
からは，課税の問題はओݖの制約の下でも֤
国ڞ௨するੑ֨を有しておりそのため国ࡍ的
なٞに関৺を࣋つことが重要であること，
問題解決のためにはڀݚ者ͩけでなく実
Ո，府関者をؚめた෯いٞが必要で
あることといったଟくのことをֶばͤていた
ͩいた。国ࡍ的なٞのਫ४をѲし，国ࡍ
的な場で׆༂できるଟくの日本の人材にҭっ
てཉしいというのが金ࢠ先ੜのおみになっ
たこととߟえている。
　金ࢠ先ੜのࢥい出その 3 は，金ࢠ先ੜがそ
の設立から租税法୲当として関わってこられ
た౦ѥ大ֶ大ֶӃでのࢥい出である。ಉ大ֶ
Ӄは下関に本拠を置く௨৴制大ֶӃであり，
ֶੜは，ஶ名な法ֶ者による法Պ目をઐ
मするとともに租税法について෯くֶशす
ることがٻめられている。
先ੜと͝Ұॹࢠは༠われてಉ大ֶӃで金ࢲ　
にֶੜをࢦಋすることとなったが，金ࢠ先ੜ
は，ֶੜをࢦಋすることを楽しんでおられた

いる。そうしたわが国における課税の国ࡍ化
の基ૅ࡞りの時期に，その理໘をࢧえるଘ
めて重要な役割を果ۃ先ੜにはࢠとして金ࡏ
たしていたͩいたとँײしている。
　金ࢠ先ੜのࢥい出その 2 は，国ࡍ租税のݚ
෦ࢧ日本（会ڠ租税ࡍ国）"'*ମであるஂڀ
での͝׆༂である。
租税のルールは，ຽ間からの要ࡍの国ࡏݱ　
をडけて1�21年に国ࡍ࿈ໍが � 人のஶ名な
ֶ者をটき国ࡍ的な課税のありํの検౼を
行ったのがᅘとされる。その後，ルール࡞
りは֤国の府代දにより国ࡍ࿈ໍを௨͡て

（ઓ後は0&$%。国࿈も）行われることとなっ
たが，*'"は，そうしたルール࡞りの最初の
時期から，税のڀݚ者，府৬員，実ઐ
Ոがੈք中からࣗൃ的にूまって課税のあり
ํをٞし，そのٞを国ࡍ課税のルールや
֤国の課税のみにөさͤるػ関として
。してきたػ
　金ࢠ先ੜは，ૣくからこうした*'"のػ
の重要ੑを認識され，弁護士のٶහ先ੜ
等とともにく*'"本෦および日本ࢧ෦の׆
ಈの中৺となってこられた。*'"は，その設
立経ҢからԤถॾ国が中৺の৫であった
が，金ࢠ先ੜは日本のڀݚ者等が国ࡍ的なٞ
にੵۃ的にࢀ加することをめ，また，ຖ
年֤国࣋ち回りで開催されている年࣍૯会を
日本で開催することにྗをਚくされた。
　ฏ1�年（200�年）にアδアで初めて開催
されたژ都での*'"ୈ�1回૯会においては，
ըしたͩけであっࢀは事として෦分的にࢲ
たが，૯会のটக，ӡ営，スϙンαーूめ等
すべての໘で，ژ都૯会のޭは金ࢠ先ੜの
おྗによるところが大きかったと認識してい
る。なお，金ࢠ先ੜが͝ਚྗされたژ都での
*'"૯会開催を௨͡，国での国ࡍ課税ڀݚ
者のωοトϫークがॆ実し，国的に国ࡍ課
税に対する関৺とਫ४がඈ༂的にߴまったと
。ている͡ײ
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ように記Աしている。先ੜのֶੜに対するお
ちΌめなҰ໘もҹ象にっている。また，ಉ
大ֶӃのスクーリンάは以前下関の本ߍで実
施されていた（最ۙは౦ژで行われることが
ଟい）が，スクーリンάの度に下関のւ؛に
あった金ࢠ先ੜお気に入りの回సण࢘のおళ
に͝Ҋいたͩいたことをջかしくࢥい出し
ている。
　金ࢠ先ੜからは，しばしばγャϓק告に
ついておをうػ会があった。γャϓ使
અஂはઓ後の日本の税制についてק告するた
めถ国からݣされ，約 3 か݄にわたって
日本֤地でώアリンάをするなどわが国の税
制や課税のݱঢ়をௐࠪ・検౼した上，ק告を
行っている。ಉק告は，金ࢠ先ੜのஶ書でも，
理的にटඌҰ؏したެฏな税制の確立をק
告したものと評価されており，その後のわが
国税制の基ૅとなったものであるが，税制ͩ
けでなく税制実施のための環境備について
きめࡉかくࢦఠしているに特があるとߟ
える。特に，当時のわが国の実を౿まえ，
納税者が記ாを基にࣗओ的に納税できるよう
にすることの必要ੑがڧௐされ，さらにく
ຽ間の税のڭ・ڀݚҭがਐみ国ຽがਅに税あ
るいは税制について理解することの重要ੑが

。ఠされているࢦ
　౦ѥ大ֶ大ֶӃのमྃੜは，大ֶӃमྃ後
税理士として׆༂されるํがଟいが，金ࢠ先
ੜはよく「ߟえる税理士であれ」というझ旨
のおをしておられた。これは，税理士のよ
うな税のઐՈが国ຽの税の理解をਂめるた
めに果たす役割の重要ੑを認識したおݴ༿で
あったとࢥわれる。また，金ࢠ先ੜは，その
ஶ࡞であるʰ租税法ʱが，中国等でもڀݚ書
としてͩけでなくレϕルのߴいแׅ的な容
をΧόーする「ڭՊ書」としてߴい評価をड
けていることをتんでおられた。こうしたこ
とから，金ࢠ先ੜは，大ֶӃでのֶੜのࢦಋ
を௨͡，γャϓק告のࢦఠする税法に対す
る国ຽの理解ਫ४の上という課題を，ઐ
Ոڭҭという؍から実ફしておられたので
はないかとߟえている。

　以上，金ࢠ先ੜには年にわたり，༷ʑな
場で͝ࢦಋいたͩいた。本ߘを書きながらվ
めて金ࢠ先ੜが，Ғ大な租税法ڀݚ者であり
ながら，租税法を国ຽのものにするという理
想の実ફ者であったと͡ײている。いたͩい
た͝ްٝに৺からँײਃし上͛たい。
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会いした時は「ਆさん」とをֻけていた
ͩいたのはܹײしました。ఱ下の金ࢠ先ੜ
がࣗ分の名前をԱえてくͩさっている。ズ
Ωーンでした。

ͱͷࢲઌੜͱે税法ᴷࢠۚ
͝ԑをؚΊͯ

　税理士会会はຖ年新年߸会報で新य़対談
を行います。ࢲの時は金ࢠ先ੜにനӋのを
立てておئいしたところ，౦ژ会会時代と
日本税理士会࿈合会（以下「日税࿈」といい
ます）会時代の 2 回，շくおҾきडけいた
ͩきました。（౦ژ会会報2013年 1 ݄߸）（日
税࿈会報201�年 1 ݄߸）
　先ੜは野県上ాࢢの͝出，上ాࢢを代
දする地Ҭの有名企業「γナϊέンγ（ 1 ）」
の͝Ұです。
の॑ࢲ出で先ੜはࢢٱࠤはが野県ࢲ　
に当たるըՈਆߓ人（ 2 のことをよくࢯ（
͝ଘ͡で，όラのՖの༉ֆがおきであると
か，ࢲとのࡶ談の中でࢥい出をޠられました。
そのような৴भつながりもあり対談はスϜー
スにਐみました。

ઌੜͱͷग़ձ͍

　2011年，ࢲが౦ژ税理士会（以下「౦ژ会」
といいます）会にबした年に，ए年会員
の中から税理士会のক来を୲うװ෦ީิੜを
ҭしようと，セミナーとレϙート，άルー
ϓσΟスΧογϣンํ式による年間50名限定
の，税理士会員け講࠲（௨শ「"ô;セミ
ナー」）を企ըしました。
　租税法の講ࢣは金ࢠ先ੜにおئいしまし
た。講࠲では，租税法のほかにも，行法，
による法ہにはऺٞӃ法制ߋ，法，ຽ法ݑ
くѻい，「Ωラのよ法まで෯࡞のお࡞
うな大Ո」による税理士ਨᔴの容でした。
　金ࢠ先ੜの講࠲をड講できた税理士はͤ
であったと確৴します。先ੜのࠢからߜり出
される小さなおにࣖをそばͩたͤ，ҰݴҰ
۟ฉき࿙らさないू中ྗで過͝した時間はๅ
ੴのような時間でした。
　金ࢠ先ੜとは以前にも౦ژ会のݚम講࠲で
お会いしていましたが，大の中で名ަ
をさͤていたͩいたͩけであるのに，࣍にお

特集 ग़͍ࢥतͷڭࢠ7ۚ

ਆ৴Ұ◉ຊ੫ཧ࢜ձ࿈߹ձސɾ名誉ձ

（ 1 ）γナϊέンγ株式会社1�18年立，本社野県上ాࢢ。γルク事業からى業して，ࡏݱϩϘοト，人Ӵ
け制ޚ置まで࡞するిثػࢠ事業者。ւ֎にも෯く事業ల開。資本金 � ԯ 5 ઍສ円。年51�
ԯ円，社金ࢠ行ࢯ。
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となど，͝示ࠦにんͩおをฉき，時の経
つのをれました。

Γݶͱೲ税ऀをͰ͖るࠃ
ରͳؔʹ

　2013年の日税࿈会報での対談では，国税௨
則法の税ௐࠪ手続等をؚむ大規なվਖ਼が
行われた時期であり，この評価について先ੜ
におฉきすることができました。
　まず税理士会の意見がөされた，前き
なը期的վਖ਼であったとのおݴ༿をいたͩ
き，納税者のݖརの拠りどころとなる「事前
௨制度」（��条の � ）が設されたこと，「ߋ
ਖ਼のٻ」の期間が国ଆと納税者ଆでެฏと
なったこと，等ʑのߴい評価をいたͩきまし
た。
　先ੜは前ड़ਿଜষࡾ先ੜの「租税をめ͙
る納税者と国の関は、ެ法上の࠴関で
ある」をҾ用されて，国のଆがѹ的なྗを
であった，とड़べられて，け加った関࣋
え，しかし，ࠓ回のվਖ਼は，「対等になりう
るํにάイっとを切ったといえるでしΐ
う」とまで༪めていたͩきました。
　さらには，金ࢠ先ੜが最初の講ٛのޱՐを
切っていたͩいた，"ô;セミナーのۙگにつ
いてのおਘͶがあり，おか͛さまでॱௐにਪ
Ҡしている旨をおししたところ，とてもت
んでいらっしΌいました。
　なお，セミナーはࡏݱもॱௐに継続してお
り，౦ژ会とࢧ෦の役員人材のҭにݙߩし
ています。これも金ࢠ先ੜのҨ産のҰつとし

　͝出の上ా中ֶはઓ૪中にもかかわらず
ӳڭޠҭに৺で，୲の先ੜのӨڹもあり
いい環境下でӳޠのษڧができたこともޭを
し，౦ژ大ֶ法ֶ෦にਐֶされました。
　大ֶ͝ଔ業とಉ時にॿ手となり，最初は行
法のษڧをなさったそうです。Ըࢣのਿଜ
ষࡾ（ 3 ）先ੜが租税法も୲当されたことも
あり，その͝ԑで租税法をઐ߈することとな
り，ࠓ日にࢸります。
　γャϓത士との͝ԑがڧく，ॿ手として
γャϓק告に৮れたこともあり，のಋき
のようなܗでニューϋンϓγャーのࣗ͝に
টかれ，さま͟まな問題についてڭえをडけ
たことをいました。
　そのような͝ԑで，日本にಠ立した法分野
としての租税法の本֨的なڀݚとڭҭが࢝ま
るきっかけとなったことなど，༏しい؟をً
かͤておしくͩさいました。
　ฉき入るうちに，ࢲもγャϓത士とお目
にかかり，ࣗにটされているかのような
にؕるかのような素晴らしいおでし֮ࡨ
た。
日のզが国の租税法の๖ժ期からのおࠓ　
を，金ࢠ先ੜから直ഈௌすることができた
のは，ࢲもྺ史の承者であるかの͝ときで
あり，ಉ時にӫえある金ࢠ下ੜのҰ員にな
れたとউ手にࢥい，ތりにࢥえたॠ間でした。
　租税法というといかにも難しいҹ象を࣋た
れがちでありますが，ֶ࣏のؙࢁᚸஉ（ � ）

先ੜのݴ༿をҾ用されて「ֶ問とは༡びの要
素が必要」とおっしΌり，໘നいことを取り
入れることがアイσΟアとして必要であるこ

（ 2 ）ਆߓ人（こうづ　こう͡ん）ࢯは，日本の༸ըՈ。野県ࢤ܊ٱࠤլଜ（ࢤࢢٱࠤݱլ）出。ਆ
๛ॿの࣍உ。1�12年౦ژඒज़ֶߍଔ業。188�年12݄21日ੜʙ1��8年 � ݄ � 日。

（ 3 ）ਿଜষࡾ（す͗むら　しΐう͟Ϳろう）ࢯは，日本の法ֶ者。法ֶത士。ઐは行法・租税法。౦ژ
大ֶ名༪ڭत，੨ֶࢁӃ大ֶ名༪ڭत。1�00年 � ݄ � 日ੜʙ1��1年12݄ 2 日。

（ � त。1�1�年ڭ大ֶ名༪ژ想史Ո，౦ࢥ࣏は，日本ࢯᚸஉ（まるやま　まさお）ࢁؙ（ 3 ݄22日ੜʙ1���年
8 ݄15日。
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て大事にҭててまいります。

税ཧ࢜制ͷׂ

　対談の中で，ਃ告納税制度と税理士の役割
についておฉきしました。
　先ੜは，「ਃ告納税制度は、ত22年ॴಘ税・
法人税等の直税の分野で࠾用され、ಋ入の
目的は、納税者のܹ૿に対ॲするための制度
であったともいえるが、納税者がࣗらの税額
をࣗら計算して納するという、ຽओ的な租
税のߟえํに;さわしいものであるとߟえら
れていました。」とड़べられました。
　しかし，理想とཪෲになかなか定ணしまͤ
んでしたが，そこにত2�年γャϓ使અஂ
の来日があり，γャϓ使અஂはそのק告に
おいて， 1 ）納税者の税代理についてվળ
をٻめ， 2 ）税代理士制度の重要ੑと税
代理士のਫ४をߴめることをٻめ， 3 ）税
代理士の業ಠのק告を行いました。
　このק告に基づきত2�年から，税の৬
業ઐՈとして税理士法が制定され，ࠓ日に
。っており税理士制度が確立されたのですࢸ
　γャϓק告の目すべきところは，税
代理士制度の重要ੑと，税代理士における
ਃ告ਫ४のվળが必要であることをڧௐのう
え対ࡦをק告し，税代理士の業ಠをਪ
していることにあります。本ק告に基づき，
税の৬業ઐՈとして，税理士法が制定さ
れたとγャϓק告から税理士法制定までの
ྲྀれを理してड़べていたͩきました。
ではࠓ　 8 ສ人をえる税理士が難関な資֨
取ಘݧࢼをクリアしてそのਫ४はߴくҡ࣋さ
れており，զが国のਃ告納税制度をࢧえてい
ます。
　税理士制度のਃ告納税制度における役割は
ݪ日重要なҐ置をめていますが，そのࠓ
は税代理士法から税理士法にਐ化さͤた

γャϓק告にあり，そのྲྀれにつͿさにಉ
行されզが国の租税法を完さͤられた金ࢠ
先ੜの͝ਚྗにあることを，直おฉきする
ことができました。

税࿈税制৹ٞձ

　日税࿈においては，会のࢾ問ػ関であり，
税制のありํを提ݴする「税制৹ٞ会」のҕ
員として1��8年から͝ਚྗいたͩき，1�8�年
からはಉ৹ٞ会の会をおめいたͩきまし
た。税制৹ٞ会は，ֶ識経ݧ者及び税理士に
よってߏされており，単年度͝とにൃͤら
れるࢾ問にԠ͡，税制ฒびに税行全ൠに
ついてௐࠪ・৹ٞを行い，その݁果をਃし
ています。このਃは，日税࿈がຖ年，関
ল庁に提出する税制վਖ਼ٞݐ書にөされて
おり，ۙ年では，ྩ 5 年度税制վਖ਼におい
て，税制৹ٞ会のਃの容がϕースとなり，
相続税・贈与税の見直しが行われました。ॅ
ᖒओ税ہからも「日税࿈税制৹ٞ会ਃの
झ旨は，相続税վਖ਼にөさͤていたͩきま
した」とのおݴ༿をいたͩいた時は、ඈび上
がりました。
　税制৹ٞ会のਃは，ࡒলや国税庁の関
৺もߴく，税制վਖ਼において大きなӨྗڹを
有しているとࣗෛしていますが，このような
日の地Ґをஙくことができたのも，すべてࠓ
�0年以上にわたり͝ਚྗいたͩいた金ࢠ先ੜ
のおか͛です。

ʮຊ税ཧ࢜ձ࿈߹ձ・
ʯͷઃࢠۚ

　ୈೋੈ࣍ք大ઓ後に全がযと化し，国
ͩけでなく国ຽの拠りどころとすべきݑ
法・法も経済もমけ野ݪとなったզが国に，
租税法ֶのૅをஙき，租税ڀݚにଟくのޭ
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特集

ʤߟࢀจݙʥ
1 ɽ౦ژ会会報「౦ژ税理士ք」新य़対談（2013年 1 ݄߸）
2 ɽ日税࿈会報「税理士ք」新य़対談（201�年 1 ݄߸）

�　　　　�　　　　�

をされたނ・金ࢠ先ੜをݦজすべく，
2023年 � ݄の日税࿈૯会より，ਃ告納税制度・
税理士制度のൃలにد与した者に対してत賞
を行う制度が設されました。ୈ 1 回，ୈ 2
回は日税࿈のγンクλンクである税制৹ٞ会
でいこと金ࢠ先ੜをࢧえ，意見書を取りま
とめられた小ਖ਼明税理士，上ࠨ大৴税理
士がड賞のӫにཋされましたが，ֶ者・ຽ間
人と෯くݦজする予定です。
　先ੜの͝ଘࡏがあられたからこそ，ࠓ日の
ਃ告納税制度とそれをࢧえる税理士制度があ
ることはݴうまでもありまͤん。

　そのことを常に税理士会の֤事業年度の事
業ཤྺに加えるべく，金ࢠ賞を設いたし
ました。時代がどのように変化しようとも，
この制度がリマインμーの役目も果たし，ਃ
告納税制度を࣋ݎすることがզが国租税制度
と税理士のݪであることを確認できること
は重要です。
ґཔߘݪセンλーよりڀݚ回，日本税ࠓ　
があり，本ߘをߘدさͤていたͩけるӫ༪に
ཋしましたことにおྱをਃし上͛ます。
　金ࢠ先ੜの້͝を৺よりおفりਃし
上͛ます。

ୈ 1 回"ô;セミナーऴ業式

金ࢠ先ੜとʰ租税法1�版ʱをڬんで
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です。ੜ地の上ాࢢ఼，赤ूࡔམはඪߴ
�00Nのࢁ間ूམで，業が中৺でした。当
時はڙࢠୡも重要な࿑ಇྗͩったのですが，
先ੜはແ類のษڧきで，࡞業の手いは
免除されていたとのことです。
　先ੜは上ాࢢのࡏݱの上ాߴ等ֶߍに入ֶ
され，ઓ後のֶ制վֵを経て1���年（ত2�
年）当時の上ాদඌߴ等ֶߍをଔ業され，౦
時代はઓ૪ߍߴ。大ֶに入ֶされましたژ
期でֶߍにも܉人が常றしていて，৭ʑなຎ
があったようです。2000年（ฏ12年）にࡲ
ൃ行されたʰ上ా100ߍߴ年史ʱには先ੜの
ಉڃੜがߘدされており，ࣗ決のํ法を܇࿅
されたとの記ड़もあり，大変な時代ͩったよ
うです。そのような中でも先ੜはֶ業にઐ೦
されていたとのことです。ࢲの，金ࢠ行
ಙが上ాߍߴಉ૭会の理事をしていた時代
に，当時の上ాߍߴのߍが「金ࢠ君はࣗ
分が見た中で最も༏लなੜెͩ。」とઈࢍし
ていたとのことでした。上ాߍߴでも有名な
ษڧきのलͩ࠽ったようです。ઓ後のࠞཚ
していた時代の中でもษֶにྭみ，大ֶ入ࢼ
にもສ全のঢ়ଶでྟまれたのͩとࢥいます。
৴भにいる先ੜののօさんに先ੜのҹ象
をいましたが，いずれも「ษڧき、ਅ໘
目、Թް、༏しい」でڞ௨していました。ࢲ
も全くಉ͡ҹ象で，常にམちணいた，Թްな
先ੜでした。

　金ࢠ先ੜのڷނ，野県上ాॅࡏࢢのࢲ
が先ੜのগ年時代のこと，また，上ాࢢの名
༪ࢢຽをत与されたこと，そして͝੦去にࡍ
してࢢຽが執り行われたことなどを͝介
கします。
　まず先ੜとࢲの関ですが，先ੜのお上，
金྄ࢠฏࢯのܑである金ࢠ行ಙがࢲの
で，先ੜはࢲの大॑に当たります。先ੜの
͝実ՈとࢲののՈはಉ͡ूམにあり，ࢲ
のと॑は先ੜと年ྸがۙかったこともあ
り，ੜ֔，しくおき合いさͤていたͩい
ておりました。ࢲは1��1年（ত��年）に౦
大ֶ経済ֶ෦にਐみましたが，ֶ෦がҟژ
なっていたため先ੜとはֶߍでの関はあり
まͤんでした。その後，1���年（ত51年）
に先ੜがϋーόード大ֶに来られたࡍ，ถ国
ཹֶ中ͩったࢲはՆٳみにϘストンに出か
け，先ੜにお目にかかり，おをうػ会を
国ݐつことができました。その年はถ国࣋
200年に当たり，国中で৭ʑなおॕい行事が
あり，ݹ都Ϙストンもわっていました。先
ੜとの会にはそのようなおࡇりに関するも
のは全くなく，ษڧすることの大切さをڧௐ
されました。
　先ੜは1�30年（ত 5 年）11݄にࡏݱの上
உと࣍ฏ，，とらの྄ࢠ఼で，金ࢢా
しておੜまれになりました。ڙࢠのࠒは 3 人
の࢞の後ろについて行くগ年ͩったとのこと

特集 ɼ上ాڷނઌੜͱࢠ8ۚ

ձࣾදऔకձࣜגত◉"41*/"γφϊέϯγݩࢠۚ
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特集

ུ）金ࢯࢠはʰ大なत与式を開催していた
ͩきありがとうʱと関者全員にँײのݴ༿
をड़べ、఼でのࢠどものࠒのࢥい出から、
租税法をڀݚした経Ң、ઓ後のγャϓק告
による税制のൈ本的なվֵなどをޠった。ஶ
書の租税法についてʰ租税法のମܥ、基ૅ理
をൃදし、ত51年にୈ 1 版をץ行した。
ମௐを่しているが、2�版、できたら25ࡏݱ
版も出したいʱとޠり、会場をわかͤた。h 日
れて道ԕし。Ұつのֶ問分野をڀݚすると、
やることが࣍ʑと出てくる。果てしなく目の
前にߥ野ががる͡ײがする。एい人のڀݚ
のアドόイス、い文はࠔ難なのでアイσ
アをエοセイのようなܗで書きたいʱとޠっ
た。」
　贈ఄ式後は上ాࢢで先ੜとの会৯が
行われ，先ੜをғんで楽しい時間を過͝すこ
とができました。しかし，೦なことに2022
年（ྩ � 年） 8 ݄23日に先ੜのᨁ報が届き
ました。ࢲも͝儀にྻࢀகしましたが，҆
らかなおإをഈ見して，いおき合いの記
ԱがҰ気によみがえり，൵しみとࣦײをຯ
わいました。上ాࢢでもこのニュースは大き
く報͡られ，上ాࢢとしても先ੜの͝੦去を
ౣむ会を࣋ちたいとのことで，ཌ2023年（ྩ
 5 年） 3 ݄1�日にࢢが行われました。౦
৴δャーナルの記事を͝介します。
　「上ాࢢは1�日、ࡢ年 8 ݄23日に�1ࡀでࢮ
去した、上ాࢢ名༪ࢢຽで文化܄ষडষ者、
金ࢯࢠをࣱͿࢢをαントミューθで行
い、儀式とお別れの会でࢢຽらがྻࢀした。
会場前にはʑの金ࢯࢠのをදしたࣸ
ਅ、ஶ書ʰ租税法ʱなどがల示され、特定の
फڭによらないݙՖํ式で、ࡇஃには金ࢯࢠ
のҨӨとたくさんのՖが০られた。
　儀式には、Ҩやࢢ֤छஂମの代ද者
らが出੮した。全員でとうの後、儀ҕ員
のཅҰࢢがʰզが国のެฏ、中立、
簡素な租税制度のߏஙにد与された。ݦஶな

　大ֶਐֶ後はずっと౦ژにおられたこと
や，͝ઐが地元とは関がないことなどか
ら，先ੜと地元との関はೱີなものではな
かったようですが，がたくさんおられた
ので，ંに৮れてؼলされ，ࢲのにも
Կ度もお見えになりました。その都度，Թか
いসإでΏっくりとおしされていた記Աが
っています。おܑ༷がૣくおくなりくڧ
になったため，͝実Ոは先ੜが継がれました
が，౦ژでのੜ׆がおありのため，しばらく
はお使いにならない時期がありました。その
後，౦ژのࣗ͝では大ྔの書੶を保でき
ないため，͝実Ոをվஙされ，書ݿとしてお
使いになっていました。
　2012年（ฏ2�年）に文化ޭ࿑者，そして
2018年（ฏ30年）に文化܄ষをडষされ，
地元の上ాࢢではॕլϜードがҰ気にり上
がりました。上ాࢢ出では初めての文化܄
ষडষ者のため，上ాࢢから名༪ࢢຽにと
の提Ҋがあり，ཌ201�年（ྩ元年） 8 ݄2�
日に先ੜにも上ాࢢにおӽしいたͩき，名༪
ຽশ߸贈ఄ式が執り行われました。地元ϝࢢ
σΟアの౦৴δャーナルは࣍のように報道し
ました。
　「上ాࢢは2�日、新たな上ాࢢ名༪ࢢຽと
なった文化܄ষडষ者で౦ژ大ֶ名༪ڭत、
金（88）ࢯࢠʹ౦ژ都文۠ژʹへのʰশ߸
贈ఄ式 をɦࢢ役ॴで行った。（中ུ）式యでは、
ଟくの来ෂ、、఼の関者らがूまる
中、上ాࢢで 3 人目の名༪ࢢຽとなった金ࢠ
がʰ地ํ税法ࢢが入場。式ࣙでཅҰࢯ
のެฏ・適ਖ਼な課税にӨڹを与え、地ํ࣏ࣗ
にもݙߩした。上ాࢢ出者が文化܄ষをड
ষされたことは、上ాࢢຽにとって大きなތ
り。ӽしたޭを名༪ࢢຽのܗでࢢຽのօ
さんとॕすることができたことはتばし
く、ྩの新時代をܴえた上ాࢢにとってر
にあ;れることʱとޠり、名༪ࢢຽ証書の
࿕読、শ߸のϝμルや記೦を贈ఄした。（中
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ޭからฏ2�年に文化ޭ࿑者、ฏ30年に
は文化܄ষをडষ、いずれも上ాࢢ出者と
して初のշࢢ。ڍではۃめてݦஶなޭから、
ٞ会の͝決ٞをいたͩき、上ాࢢ合併後、 3
人目となる上ాࢢ名༪ࢢຽのশ߸を贈ఄし
た。金ࢠ先ੜのଟ大な͝ݙߩにܟ意をਃし上
͛、ਂ くँײします とɦౣのࣙをड़べた。（中
ུ）ౣө૾やࢦ名ݙՖを行い、Ҩ代දで
さんがʰありがとう͟͝いましࢠರࢠの金࠺
た。きもتんでいるとࢥいます。事が
しかったࠒは、年に 1 度ڷؼできるかどう
かのঢ়ଶでしたが、ୀ৬後は఼の実Ոに 1 、
2 ധしながらఉの手入れをするのを楽しみに
していた。このようにࢢを開催していたͩ
きँײしておりますʱとँࣙをड़べた。

　儀式の後、Ұൠࢢຽのお別れの会も行っ
た。」
　先ੜをؚむ͝Ոのおุは，上ాࢢの୍ਫ
ࢁ。にあり，զがՈのุ地とಉ͡場ॴですࣉ
間のඒしく，མちணいた環境ですので，先ੜ
も҆৺しておٳみになられているとࢥいま
す。զʑは先ੜの࣊ѪにҲれた͝ࢦಋを
৺にࠁみ，先ੜがѪされたڷނをकってࢀり
ます。
　まとまりのない文ষでにॖڪですが，上
ষडষ者としての先ੜ܄で初めての文化ࢢా
がڙࢠのࠒからษڧきでਅ໘目なֶੜͩっ
たことを͝介して，චをおかͤていたͩき
ます。


